
主文
１　被告Ａは，京都市に対し，金１３３万７９６０円及びこれに対する平成１３年５月２

６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告Ｂは，京都市に対し，金３２万９５６８円及びこれに対する平成１３年５月２６

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告Ｃは，京都市に対し，金１１４万２９８２円及びこれに対する平成１３年５月２

６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　被告Ｄは，京都市に対し，金５８万２９３３円及びこれに対する平成１３年５月２６

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５　被告Ｅは，京都市に対し，金１１７万８６５８円及びこれに対する平成１３年５月２

９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
７　訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余は被告らの負担と

する。
事実及び理由

第１　請求
　１　被告Ａは，京都市に対し，２８７万７６１９円及びこれに対する平成１３年５月２６日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　２　被告Ｂは，京都市に対し，３９７万６００９円及びこれに対する平成１３年５月２６日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　３　被告Ｃは，京都市に対し，４３５万８７６６円及びこれに対する平成１３年５月２６日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　４　被告Ｄは，京都市に対し，３３４万９３４６円及びこれに対する平成１３年５月２６日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　５　被告Ｅは，京都市に対し，２１７万３７４６円及びこれに対する平成１３年５月２９日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要

１　本件は，京都市の住民である原告が，平成９年度（同年４月１日から翌年３月３１
日まで。年度について，以下同じ。）から平成１１年度の３年間に京都市から部落解
放同盟京都府連合会各支部（以下「同盟各支部」という。なお，同連合会の各支部
は，「田中支部」のように支部名でいう。）に対して支出された別紙支出決定一覧表
記載１ないし３９の各公金支出（以下「本件各公金支出」という。）が違法であると主
張して，地方自治法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号（平成１４年法律第４
号による改正前のもの）の規定に基づき，京都市に代位して，同号にいう当該職員
である被告らに対して，支出された公金相当額（別紙支出決定一覧表「支出額」欄
各記載の額）から後に京都市に返還された額（別紙支出決定一覧表「返還額」欄各
記載の額）を控除した金額（別紙支出決定一覧表「支出残額」欄各記載の額）及び
これに対する年５分の割合の遅延損害金の賠償を求める事案である。

　２　基礎となる事実（当事者間に争いのない事実及び末尾記載の証拠等によって認め
られる事実）

　　(1)　原告は，京都市の住民である。
　　(2)　京都市同和対策事業助成要綱

ア　京都市は，昭和５９年１１月，京都市同和対策事業助成要綱（甲１，以下「助
成要綱」という。）を制定し，同和地区における団体に対する助成について，同
和地区住民の文化の向上と自立の促進を図るため自主的に実施する事業，
又は市長が公益上必要があると認める事業で，同和問題の解決に有効かつ
適切と認められるものに対して助成をするものと定めた（第１条）。

　　　イ　助成要綱において，地区別事業の助成の算定基準については，以下のとおりと
されており，助成の額は，いずれも総事業費の３分の２に相当する額を超えな
いものとされている。
(ア)　老人事業

敬老会の場合，５０万円を限度とする。
老人社会見学の場合，交通費，宿泊費等として参加者一人につき，３万

円を限度とする。
(イ)　女性事業

女性学習会の場合，交通費，宿泊費等として参加者一人につき，３万円
を限度とする。

(ウ)　青少年事業



青年学習会の場合，交通費，宿泊費等として参加者一人につき，３万円
を限度とする。

夏事業（水泳，キャンプ等）の場合，交通費，宿泊費として参加者一人に
つき３万円を限度とする。

冬事業（スキー等）の場合，交通費，宿泊費として参加者一人につき３万
円を限度とする。

(エ)　学習会
交通費，宿泊費等として参加者一人につき，３万円を限度とする。

ウ　助成要綱において，助成を受けようとする団体は，事業実施予定日の２０日
前までに，事業助成申請書に事業計画書及び事業予定書を添えて，市長に
対して，助成の申請を行うものとされている。

それに対し，市長は，審査の上，申請団体に対し，助成決定通知書を交付
するものとされている。

助成を受けた団体は，事業の実施後速やかに，事業実施報告書及び事業
決算報告書を市長に提出するものとされている。

　　(3)　本件各公金支出
京都市は，平成９年度ないし平成１２年度までの間，別紙支出決定一覧表記

載１ないし３９のとおり，同盟各支部に対して，補助金を支出した（本件各公金支
出。個々の公金支出は，別紙支出決定一覧表の番号により「本件公金支出１」
のようにいうことがある。）。

なお，京都市局長等専決規程（乙１）により，本件各公金支出のうち，文化市
民局に属するものであって，１件１００万円を超え５００万円以下のものについて
は，文化市民局長が，同じく１件１００万円以下のものについては，文化市民局
文化部長が専決権限を有した。また，京都市教育長等専決規程（乙２）により，
本件各公金支出のうち，教育委員会の所管に属するものであって，１件１００万
円を超え５００万円以下のものについては，教育長が，同じく１件１００万円以下
のものについては，教育委員会事務局総務部長が専決権限を有した。

　　　ア　被告Ａは，平成９年度，京都市文化市民局長の職にあり，別紙支出決定一覧
表の番号５，７，８，１０及び１２の公金支出について，支出決定をした。

　　　イ　被告Ｂは，平成１０及び１１年度，京都市文化市民局長の職にあり，別紙支出
決定一覧表の番号２０から２２まで，２４，３１，３２，３５，３７及び３８の公金支
出について，支出決定した。

　　　ウ  被告Ｃは，平成９ないし１１年度，京都市文化市民局文化部長の職にあり，別
紙支出決定一覧表の番号１，４，６，１４，１８，１９，２３，２５，２６，２８，３０，３
３，３４，３６及び３９の公金支出について，支出決定をした。

　　　エ　被告Ｄは，平成９及び１０年度，京都市教育委員会教育長の職にあり，別紙支
出決定一覧表の番号２，３，１３及び１６の公金支出について，支出決定をし
た。

　　　オ　被告Ｅは，平成９及び１０年度，京都市教育委員会事務局総務部長の職にあ
り，別紙支出決定一覧表の番号９，１１，１５，１７，２７及び２９の公金支出に
ついて，支出決定をした。

(4)　監査請求
原告は，平成１３年１月２４日，京都市監査委員に対し，京都市の平成９年度

ないし平成１１年度の同盟各支部への公金支出について，法２４２条１項の規定
に基づく住民監査請求を行った。これに対して，京都市監査委員は，同年３月２
１日付けで，同監査請求を棄却する旨の通知を行った。

(5)　本件訴訟提起
　　原告は，平成１３年４月２０日，本件訴訟を提起した。
(6)　調査委員会の設置

京都市は，平成１４年１２月４日，助成要綱に基づき交付された補助金の請求
内容について調査する目的で，文化市民局長を委員長とする「京都市同和対策
事業助成要綱に基づく補助金の交付に係る調査委員会」（以下「調査委員会」と
いう。）を設置し，平成９年度から平成１１年度までに補助金が交付された同盟
各支部による学習会等事業（６１事業）についての調査を行った。

(7)　調査委員会の中間報告
　調査委員会は，平成１５年３月７日，それまでの調査結果を中間報告として発
表し，調査した６１事業のうち，実施されていなかったのが１５事業，事業実施報
告書と異なる場所で実施されていたのが３事業，事業実施報告書と異なる団体



で実施されていたのが２事業，年度を超えて実施されていたのが２事業，京都市
への報告と内容が一致していないものが３９事業であったことを明らかにし，次
のような考え方に基づいて，また，京都市が同盟各支部に対して，平成９年度な
いし平成１１年度に支出した補助金合計５４２２万円のうち，合計３７４８万４５１４
円及び遅延損害金の返還を求めるべきものとした（乙８）。
ア　事業の実施が確認できないものについては，全額の返還を求める。
イ　事業は実施されているが，事業実施報告書に記載されている宿泊地と異な

る場合は，全額の返還を求める。
ウ　事業実施報告書記載の宿泊地で事業が実施されているが，旅館，ホテルが

異なる場合は，助成対象事業として認める。
エ　事業が実施されているが，事業実施報告書記載の日程と異なる日程で実施

されている場合は，若干の日程のずれは認めるが，年度を異にするときは，
全額の返還を求める。

オ　宿泊の事実はあるが，その団体が事業助成申請書及び事業実施報告書記
載の団体と同一と認められない場合は，全額の返還を求める。

カ　事業が実施されている場合も，宿泊先の回答，領収書等の客観的な資料に
より参加人数の確認を行い，独自に総事業費を見直し，先に交付した補助金
額が見直し後の総事業費の３分の２（参加人数に３万円を乗じた金額を上限
とする。）を超えるときは，その差額の返還を求める。

キ　総事業費の算定に当たっては，交通費については事業決算報告書に記載さ
れている金額（ただし，他の支部の報告に比べて高額な場合には，平均額２８
万３０００円による。），懇親会費等については，１次会のビール，酒等の代金
は認め，各部屋に設置されている冷蔵庫使用料，ラウンジ，スナック及び喫茶
の利用料，コンパニオン料，追加料理代，カラオケ代，マージャン代，売店利
用料，マッサージ代，朝食でのビール代，電報・電話代，内容が不明確なもの
は認めないなどの基準による。

(8)　補助金の一部返還
京都市は，上記中間報告に基づき，同盟各支部に対して，それぞれ，平成９

年度ないし平成１１年度に交付した補助金の一部返還及び遅延損害金の支払
を請求し，同盟各支部は，それぞれ，平成１５年４月１８日，京都市が請求した額
及び遅延損害金を支払った。本件各公金支出については，別紙支出決定一覧
表「返還額」欄記載の金額が返還された（乙１０ないし乙６０（枝番を含む。），弁
論の全趣旨）。

　３　争点及びこれに関する当事者の主張
(1)　本件各公金支出の違法性及びそれによる京都市の損害の有無

（原告の主張）
　本件各公金支出は，以下の理由で公益上の必要性がないものであるから，法
２３２条の２に反し，違法である。
ア　本件各公金支出は，高級温泉旅館での宿泊及び宴会を伴った，単なる観

光，交流，遊びを目的とする事業に対する補助金の支出であって，同和地区
内外の経済的格差がほぼ解消し，地区内収入状況が京都市全体と比較して
低位にあるとはいえない状況となった今日においては特に，このような事業が
それだけで同和問題の解決に有益かつ適切とはいえないから，助成要綱の
趣旨に合致する事業ではない。
　本件各公金支出が，学習会事業に対する支出であっても，宿泊を伴う事業
が助成要綱の趣旨に合致するためには，しかるべき学習会場が確保され，外
部講師及び資料が明確であるなど，学習会の外形が明確に存在することが
必要である。しかし，本件各公金支出に係る事業（以下，総称して「本件各事
業」ともいい，それぞれの事業を，本件公金支出１に係る事業であれば「本件
事業１」のようにもいう。）は，そのような外形がないばかりでなく，会議室など
学習会の行えるような部屋の確保が行われていないものが多く，そもそも，そ
れらの事業については，学習会としての実態がない。
　個々の事業については，以下のとおりである。

　(ア)　本件事業２
　「支部大会に向けての意志統一」を学習テーマとしたということであるが，
このようなテーマは，教育委員会が助成対象とする「青少年・女性部合同学
習事業」とはいえない。

(イ)　本件事業３



　講演テーマは，「法期限後における同和教育・同和保育の方向性」となって
いるが，このようなテーマで行う講演は，教育委員会が助成対象とする「青
少年事業」ということはできない。

(ウ)　本件事業４及び本件事業５
　八丁味噌工場，ちくわ工場見学も行ったということであるが，観光というべ
きものであって，助成要綱の趣旨から逸脱した事業である。
　また，２泊３日の日程で公金を使って学習会事業を行ったということである
が，講師もいなければ学習会の資料も作成しておらず，バス車中での啓発
ビデオ鑑賞とまちづくりの取組を行ったということであるが，それだけでは，
学習会としての実体を伴っているとはいえない。
　さらに，宿泊施設の領収証は，「千本老人クラブ」と記載されており，千本
支部名で行われた事業とはいえないから，助成対象外である。

(エ)　本件事業１３
　学習会の会場は，千里浜シーサイドクラブというゴルフ場であって，事業
の内容は，２泊３日にわたってゴルフに興じることにすぎない。このような事
業は，教育委員会が助成対象とする「青少年宿泊事業」とはいえない。

(オ)　本件事業１７
　実質は，支部の会員家族の海水浴を中心とする旅行にすぎない。なお，
「今後の同和教育について」とのテーマで講演が行われたことになっている
が，このようなテーマでの講演は，教育委員会が助成対象とする「青少年
事業」とはいえない。

(カ)　本件事業３２
　現地視察に関する資料は何も作成されておらず，京都から丸亀まで現地
視察を行ったとは考えられない。

(キ)　本件事業３７
　事業助成申請書が提出されたのは，事業の終了後であるところ，助成要
綱では，事業助成申請書は事業実施予定日の２０日前までに提出しなけれ
ばならないとされているから，助成申請行為自体が違法であり，違法な申
請行為に基づいてされた本件公金支出３７も違法である。

(ク)　本件事業３８
　北九州市ｃ地区を北九州市担当部局による説明を受けて現地視察したと
されているが，北九州市の担当部署と担当職員名も判然としないから，実
際に，このような現地視察が行われたとはいえない。

イ　助成要綱に基づく補助金は，いずれも，事実上，特定の民間団体に所属して
いる者しか参加できない旅行に支出されたものであり，また，京都市は，これ
らの支出を隠ぺいしていたのであるから，公共性がない。

ウ　本件各事業はいずれも架空事業（「カラ事業」（実際には，事業が行われて
いなかったもの）あるいは「水増し事業」（参加人数，必要金額等が実際よりも
多いものとして助成申請がされた事業）。以下「架空事業」というときは，この
双方を含む。）であるから，京都市は，本来，本件各公金支出をすべきではな
かった。このような補助金は，同盟各支部と京都市担当部局の共同作業で長
年にわたって不正に支出されていたものであり，同盟各支部が提出する事業
助成申請書や事業実施報告書は，体裁さえ整っていればよく，内容に虚偽が
あることは京都市担当者も当然のこととして認識していた。したがって，虚偽
の内容と知りつつ補助金の申請を受け付け，申請内容が虚偽であることを知
りつつ補助金を支出したこと自体が不正である。仮に，学習事業が行われ，
何らかの成果が上がったとしても，本件各公金支出が違法でなくなるものでは
ない。

（被告らの主張）
　本件各公金支出は，助成要綱の趣旨に従って，同和問題の解決に有効かつ
適切な事業に対して補助金を交付するものであるので，公益上の必要があるも
のである。したがって，本件各公金支出は，法２３２条の２により，京都市がその
裁量によって行うことができるものについて，裁量権の範囲内で行ったものであ
るから，違法ではない。
ア　温泉地や遠隔地での事業についても，それまでの同和地区の経済生活環

境に照らし同和地区外への旅行の機会の少なかった住民の事業への参加意
欲を高め，学習会を効果的にするものとして補助対象としている。また，懇親
会を伴う事業についても，懇親会が意見交換の場となっており，宴会という実



態のものではなく，意義のある事業である。
(ア)　本件事業２

　支部大会は，同和問題解決に向けた地元の共通認識を作り上げようとす
るものであり，助成要綱の「同和問題の解決に有効かつ適切と認められる
もの」であり，このために開催された「支部大会に向けての意志統一」をテ
ーマとする学習会を助成要綱対象事業とすることに問題はない。そして，学
習会が青少年及び女性を対象に実施されるものであれば，青少年事業又
は女性事業と位置付けることができる。

(イ)　本件事業３
　田中支部女性部長による，同支部青少年を対象とした，今後の同和教
育，同和保育の将来についての講演等の学習をしたものであって，助成要
綱の「同和問題の解決に有効かつ適切と認められるもの」であり，青少年
事業に該当する。

(ウ)　本件事業４及び本件事業５
　八丁味噌工場及びちくわ工場の見学を行っており，助成要綱に掲げる老
人事業の老人社会見学に該当するものである。老人社会見学について
は，同和地区における高齢者に広く社会についての見識を深めてもらうこと
を目的とした事業であり，助成要綱の趣旨の逸脱はない。一部「千本老人
クラブ」名で発行された領収証があるが，千本支部が広く地区内の老人を
対象として主催した老人事業である。

(エ)　本件事業１３
　「中３生・子ども会運営委員合同宿泊学習会」として，宿泊施設である保
養所ちりはまでのスポーツ体験学習を中心として，さらに啓発ビデオ「朝や
けの湖」の鑑賞を行ったものである。助成要綱において，青少年事業の例
示として，水泳，キャンプ及びスキーが挙げられているように，参加者間の
相互交流の一助としてスポーツ交流が実施されることは，それがゴルフで
あっても，助成要綱の趣旨に反するものではない。さらに，啓発ビデオの鑑
賞も行われており，この事業に補助金を支出することは，要綱に違反するも
のではない。なお，ゴルフ料金などについて，本件補助金が支出されたも
のでもない。

(オ)　本件事業１７
　夏休みの時期に，田中支部親子一泊研修として実施されたもので，親子
による海水浴と同和教育学習会であり，助成要綱に記載されている青少年
事業に該当する。

(カ)　本件事業２０
　丸亀市営ａ団地視察を行ったものである。千本住宅改良地区の市営住宅
建替事業に対し，自分たちの町づくりを目指すための，千本支部員を対象
に実施された学習事業であり，助成要綱に記載する学習事業に該当する。

(キ)　本件事業３７
　その実施時期に若干のずれがあったとしても，申請年度内に，同和問題
の解決に有効かつ適切と認められる事業が実施されている。したがって，
助成要綱が定める申請手続の瑕疵は治癒され，当該補助金の支出は適正
なものとして，返還を求める必要がない。

(ク)　本件事業３８
　北九州市の環境改善事業の現地視察及び同市の担当職員の説明を受
け，今後の田中地区の環境改善事業に役立てようとした現地視察方式によ
る女性学習会であり，助成要綱に定める女性事業に該当する。

イ　助成要綱に基づく補助金の支出は，同盟各支部という特定の団体のみを対
象としているものではない。また，主催者が同盟各支部であったために，事業
の参加者が同盟各支部の構成員に限定されていることは，助成要綱に反す
るものではない。
　また，京都市は，同和行政の見直しに支障があるとして，本件各公金支出を
非公開にしていたものであり，そのことによって，本件各公金支出が違法とな
ることはない。

ウ　本件各公金支出についての申請に，内容虚偽のものがあり，また，実際に
行われた事業についても，参加人数等が異なっていたものがあった。しかし，
担当職員が，虚偽と知りながら申請を受け付けたことはない。また，担当職員
は，事業が実際にどのように行われたかを厳密にチェックしなかったほか，当



該事業に担当職員が同行した場合に，参加人数等が申請内容と異なってい
たことはあったが，補助金が同盟各支部の活動全体の中で活用されていれば
よいという考え方から，あえて問題にしなかった。これらの点において，不適切
な事務処理があったものの，本件各公金支出は，助成要綱の趣旨及び基準
に合致する事業について，助成要綱の基準内で支出された範囲内では適法
であり，また，京都市に損害はない。
　また，その範囲を超える部分については，同盟各支部から，遅延損害金を
付して返還されており，京都市の損害は回復されている。

(2)　被告らの責任
ア　支出決定者としての責任

（原告の主張）
　　　　　平成９年３月までに，公刊物により，京都市が助成要綱に基づく補助金につい

て，架空事業による不正受給の事実が指摘されていた。したがって，被告ら
は，本件補助金の支出決定の際に，本件補助対象事業が架空事業であるこ
とを知っていた。仮に知らなかったとしても，事業助成申請の段階で周知ビラ
や見積書など本来提出を求めるべき資料の提出を一切求めずに，漫然と本
件補助金の支出を決定したのであり，架空事業であることを知らずに支出決
定をしたことにつき，重大な過失がある。
（被告らの主張）
　本件各公金支出の決定において，被告らは，それぞれ，当該経費支出決定
書及びそれに添付された事業助成申請書に記載された内容以上に学習会事
業の実態を認識しておらず，事業助成申請書の内容に従って適正に事業が
実施されていたと認識していたものである。そして，本件助成事業の内容は，
事業計画書や事業予算書の記載内容から明らかになっているから，重ねて
周知ビラや見積書などの提出を求めなかったものである。
　被告らは，本件補助金対象事業が実施されるものと信じて専決したのであ
るから，仮に，本件各公金支出が違法なものであったとしても，そのことにつ
き，被告らには，故意も重大な過失もない。

なお，本件訴訟において，京都市の損害も回復されていないとして，原告が
求める金員については，調査委員会が，各種の資料等を調査した結果，助成
要綱に基づく適正な補助金と判断したものであり，仮に，本件各公金支出が
違法であったとしても，その違法行為につき，被告らに故意又は重大な過失
があったといえるものはない。

イ　怠る事実
（原告の主張）

仮に，被告らの支出決定に故意及び重過失がないとしても，平成９年３月
までに，公刊物により，京都市が助成要綱に基づく補助金について，補助金
交付の対象事業が架空事業であるとして，不正受給の事実が公に指摘され
ていた。それにもかかわらず，被告Ａ，被告Ｂ及び被告Ｄは，以下のとおり，上
記返還命令権の行使を怠った。そして，事業実施報告を受ける際に事業実施
の内容を示す資料など本来提出を求めるべき資料の提出を一切求めなかっ
たのであるから，返還命令権の行使を怠ったことについて重大な過失があ
る。
　被告Ａは，平成９年度において文化市民局長として返還命令の権限を有し
ていたものであり，同年度に文化市民局分として支出された補助金の返還命
令権の行使を怠ったものである。

被告Ｂは，平成１０年度及び平成１１年度において文化市民局長として返
還命令の権限を有したものであり，両年度に文化市民局分として支出された
補助金の返還命令権の行使を怠ったものである。

被告Ｄは，平成９年及び平成１０年において教育長として返還命令の権限
を有したものであり，両年度に教育委員会分として支出された補助金の返還
命令権の行使を怠ったものである。
（被告らの主張）
　現時点において，本件各公金支出の対象事業が架空事業であることが明ら
かになったとしても，被告らが在任中に，京都市に損害賠償請求権等が発生
していることが明らかとなったものではなく，被告らがそれを認識できたとはい
えない。

被告らは，同和補助金の不正受給に関する記事を目にしたかは明らかで



はないが，仮に，目にしていたとしても，当該記事は，本件各事業が架空事業
であることを具体的かつ明確に立証したものではなく，返還請求権を行使す
べき債権を明確に確定していたとは到底いえない。
　また，被告らの在職中に，住民監査請求などの形で本件公金支出に関して
疑問が呈されたこともなかった。

第３　当裁判所の判断
１　本件各公金支出の違法性及びこれによる損害

(1)　助成要綱に基づく支出の適法性及びその基準
ア　補助金の支出は，法２３２条の２により，公益上の必要がある場合にすること

ができるとされているところ，公益上の必要の有無の判断は，様々な行政目
的を考慮した政策的な判断が要求されるものであるから，支出決定権者等の
裁量にゆだねられる。しかし，その裁量権の行使について，逸脱，濫用がある
場合には，その公金支出は違法というべきである。

京都市は，同和地区における団体に対する補助金の支出について，助成
要綱を作成し，同和地区における団体が，同和地区住民の文化の向上と自
立の促進を図るため自主的に実施する事業，又は市長が公益上必要がある
と認める事業で，同和問題の解決に有効かつ適切と認められるものに対して
補助金を支出するものと定めている。

そして，助成要綱は，老人事業については，「老人社会見学」を助成の対象
としている。これは，同和地区内の老人が，これまでの同和地区の全体として
の低位な実態から，体験，見聞することができなかったものについて，体験あ
るいは見聞の機会を与えることによって，格差の是正を図ることを趣旨とする
ものと考えられるところ，同和地区の老人を対象とする社会見学が上記のよう
な趣旨で，同和問題の解決に有効又は適切な場合があることは否定し得な
い。そうすると，助成要綱が，老人社会見学を助成の対象として，これについ
て補助金を交付することも，公益上の必要がないとはいえない。

次に，助成要綱は，青少年事業としては，青少年学習会，水泳，キャンプ等
の夏事業及びスキー等の冬事業を助成の対象事業としている。これは，同和
地区の青少年が学習の機会を持ち，また，同和地区においては，一般に比べ
て参加の機会が少ないと想定し得る水泳，キャンプ，スキー等の機会を与え
ることによって，格差の是正，自立の促進を図ることを趣旨とするものと考えら
れるところ，同和地区の青少年を対象として，上記のような事業を行うことが，
上記の趣旨で同和問題の解決に有効又は適切な場合があることは否定し得
ない。そうすると，助成要綱が，上記のような青少年事業を助成の対象とし
て，これについて補助金を交付することも，公益上の必要がないとはいえな
い。

また，女性事業及び学習会は，いずれも，同和地区の女性ないし住民が学
習をすることによって，格差の是正，自立の促進に寄与することを趣旨とする
ものと考えられるところ，同和地区の女性ないし住民が学習会を持つことが，
同和問題の解決に有効又は適切な場合があるから，助成要綱が，上記のよ
うな女性事業及び学習会を助成の対象として，これについて補助金を交付す
ることも，公益上の必要があるものである。

そして，本件各公金支出がされた平成９年度から平成１１年度において，そ
のような格差が解消されたことにより，助成要綱に基づく補助金の支出が明ら
かに不合理となったとまで認めることはできない。

イ　助成要綱は，上記の各事業に対する補助金についても，「交通費，宿泊費等
として参加者一人につき３万円を限度とする。」と定めており，宿泊を伴う事業
についての補助を当然に予定している。そして，水泳，キャンプ，スキー等に
ついては宿泊を伴うことが多く，学習会，社会見学についても，宿泊を伴うこと
によって，学習会等自体を充実させることが可能となるほか，参加者の参加
意欲を高め，参加者の意見交換，懇親を深めることに資することにあると考え
られるところ，それを明らかに不合理とすることはできない。
　また，参加者一人につき３万円を限度とする点も，宿泊を伴う事業について
も助成するのであるから，事業自体に要する費用，宿泊費，交通費等の必要
な費用を想定すると，上限の金額として明らかに不合理とすることはできな
い。

ウ　このように，助成要綱に規定されている事業について，助成要綱に定められ
ている限度で補助金を支出することは，同和問題の解決に有効かつ適切なも



のに対する補助金の支出として，明らかに不合理なものとはいえず，市長の
裁量の範囲内というべきである。
　しかし，助成要綱が補助金支出の要件を具体的に定めている以上，助成要
綱に規定されている事業に該当しない事業に対する助成及び助成要綱に定
める限度を超える助成については，もはや，その合理性があるとはいえず，裁
量の範囲を逸脱した違法な公金の支出というべきである。

エ　なお，原告は，遠方の温泉地等の高級旅館等での事業については，助成の
対象とすることはできない旨の主張をする。しかし，遠方の温泉地等の高級旅
館等での事業についても参加意欲を高めるために必ずしも不合理なものでは
なく，補助金の支出の限度額が，参加者一人につき３万円を限度とすると定
められていることからすれば，遠方の温泉地等の高級旅館等での事業につい
ても，助成の対象とすることが違法とまではいえない。

また，宿泊を伴う事業において，本来の事業の時間外に懇親会を実施する
ことが，事業に対する参加意欲を高めるほか，懇親会自体が，事業参加者の
意見交換の場となることも考えられるから，懇親会がそのようなものとしての
範囲内である限り，懇親会費用を含めて助成の対象とすることも，その当否
はともかく，違法とまで評価することはできない。

なお，コンパニオン代，カラオケ代，マージャン代，いわゆる二次会費用等
が助成の対象となる懇親会費用に含まれないことはもちろんであるが，懇親
会終了後に参加者が自らの費用でカラオケやマージャンをしたことがあったと
しても，それをもって当該事業に対する補助金の交付を全体として違法とする
理由とはならないというべきである。

オ　原告は，助成要綱に基づく京都市の補助金支出は，いずれも，事実上，特
定の民間団体に所属している者しか参加できない旅行に支出されたものであ
り，また，京都市は，これらの支出を隠ぺいしていたのであるから，公共性が
ないと主張する。
　しかし，助成要綱の趣旨に合致する事業である場合に，その事業について
補助金を交付することは，その事業が特定の民間団体がその構成員を対象
として行う事業であって，その結果，その団体の構成員しか参加できないもの
であるとしても，当該事業が助成要綱の趣旨に合致するものである限り，参加
し得る者の範囲自体は，補助金の交付を違法ならしめる事情とはいえない。
また，市が助成要綱に基づく補助金の制度，本件各公金支出の事実を公開し
ていなかったとしても，それ自体の当否はともかく，助成要綱の出資に合致す
る事業に補助金を交付することの公共性を失わせる事情ということもできず，
本件各公金支出を違法とする理由とはならない。

カ　原告は，本件各公金支出が，いずれも，公金を不当に取得するためにされた
架空請求であり，そのような請求に基づく支出である以上，全額の公金支出
が違法であり，支出額の全額が京都市の損害となる旨の主張をする。　後記
のとおり，本件各公金支出の申請については，全く実施されていない事業に
ついてのものや，実際の参加人数よりも著しく多い人数が参加するとして申請
をしたり，現実に行った事業とは別の事業を行うとして申請されているものが
少なくない。このような申請は，補助金をだまし取る目的でされた違法なものと
いうべきであり，そのような申請に基づいてされた補助金の交付も違法な公金
の支出というべきである。

　　しかし，実際に行われた事業が申請されたものと異なっていても，実際に何ら
かの事業が実施され，その事業内容が助成要綱の趣旨に合致し，実施され
た内容での申請が行われていれば助成の対象となるものであるときは，補助
金が支出されたであろう金額の限度では，京都市に損害が生じているというこ
とはできない。

(2)　個別の支出について
　そこで，本件各公金支出について，個別に違法なものかどうか，違法である場
合の京都市の損害の有無，範囲（同盟各支部からの返還後のもの）について，
個別に検討する。
ア　本件公金支出１

　　　　(ア)　証拠（甲２の２，乙９，乙６３の３４）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が
認められる。

吉祥院支部は，平成９年４月２８日，京都市長に対し，同年５月９日から
１泊の日程で，石川県加賀市（片山津温泉）の加賀観光ホテルにおいて，



Ｏ支部長ほかを講師とし，「解放運動を取り巻く今日的情勢について」，「支
部活動方針について（住環境整備，教育・保育，啓発）」及び「支部結成２０
周年記念誌作成について」をテーマとする学習会並びに懇親会を主な内容
とする事業を行うとし，参加予定人数を１８人，総事業予算額を６０万８０００
円として，２１万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｃは，同月８日，２
１万円の支出決定をした。

吉祥院支部は，同月２９日，上記事業を参加人数２６人で実施した旨の
事業実施報告書を京都市長に提出した。

吉祥院支部は，２２人が参加して，同月９日から１泊の日程で上記加賀
観光ホテルに宿泊し，その会議室を使用し，「「部落解放基本法」制定にむ
けて」，「部落対策基本法闘争の経過と今後の課題」及び「吉祥院の町づく
り基本構想」等の資料を用いた学習会を行った。その事業の費用として，交
通費４万円，宿泊費２８万６０００円，会議室料１万０８００円，飲物代（マー
ジャン代，カラオケ代，花代など事業の範囲外というべき費用（前記第２の
２(7)キ）を除く。以下同じ。）１５万１７５２円，昼食代１６万２０００円，資料代
５５９８円，合計６５万６１５０円を要した。なお，この事業には，京都市の職
員が４人同行した。

(イ)　上記のとおり，本件事業１については，助成申請書に記載された内容と
実際の事業内容とがほぼ合致し（助成申請書に記載された，参加予定人
数及び総事業予算額の方が，実際よりも少ない。），そして，その学習会の
内容及び補助金の金額は，助成要綱の趣旨に合致するものと認められる
から。本件公金支出１は適法である。

イ　本件公金支出２
　　　　(ア)　証拠（甲３の１，乙９，乙６３の３，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）及び弁論

の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成９年６月１６日，京都市長に対し，同月２９日から１泊

の日程で，福井県芦原町（芦原温泉）のグランヴィア芳泉で，「バス車内研
修・啓発ビデオ鑑賞」，「平成９年度の女性部活動計画」，「子ども会活動」
及び「まちづくり活動について」を主な内容とする青少年・女性部合同学習
会を開催するとし，参加予定人数を８０人，総事業予算額を３７４万２４００
円として，２３０万円の助成申請をした。これに対して，被告Ｄは，同月２７
日，２３０万円の支出決定をした。

千本支部は，同年７月１日，上記事業を参加人数７８人，総事業費３６７
万１８４０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，平成９年６月２９日から１泊の日程で，上記グランヴィア芳
泉において，２０人（うち女性一人）が参加して，「第３６回支部大会に向け
ての意思統一」をテーマに政策委員・各専門部三役学習会を実施し，その
ために，交通費２８万３０００円，宿泊費１９万２０００円，飲物代５万３４９２
円，昼食代８万円，資料印刷代１万円，保険料及び高速道路通行料２万２
１５０円，合計６４万０６４２円を支出した。

(イ)　上記のとおり，本件事業２に当たる事業は，助成申請書及び事業実施報
告書に記載された事業参加人数と実際に参加した人数が大きく異なり，実
施内容も異なっており（青少年・女性部合同学習会が行われたとはいえな
い。），その申請は，内容虚偽のものであり，そのような申請に基づいて行
われた本件公金支出２は違法というべきである。
　しかし，千本支部は，平成９年６月２９日及び３０日の両日，支部政策委
員・各専門部三役学習会として実施され，宿泊先で会議室を利用している
ことから，原告指摘のように，青少年・女性部合同事業とはいえないもの
の，助成要綱の趣旨に合致する学習会の実体があったと考えられる。そし
て，参加人数が２０人の支部学習会として申請したとしても，その限度で補
助金が支出されたと考えられる（「支部大会に向けての意志統一」をテーマ
とする学習会も同和問題の解決のために有効かつ適切なものと認めること
も可能である。）から，２０人の学習会であった場合に交付されたであろう補
助金額（上記６４万０６４２円の３分の２以下かつ一人３万円以下の４２万７
０９４円）については，京都市に損害が生じているとはいえない。

そして，本件公金支出２に係る補助金２３０万円のうち，１８７万２９０６円
は返還されており，残額は４２万７０９４円であるから，違法な公金支出２に
よって京都市の被った損害は，回復されているというべきである。



ウ　本件公金支出３
　　　　(ア)　証拠（甲３の２，甲３９，甲４０，乙９，乙６１，乙６３の１４，乙７０，乙７１，乙７

２，証人Ｇ，証人Ｈ，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事
実が認められる。

田中支部は，平成９年７月１５日，京都市長に対し，同年８月１日から１
泊の日程で，福井県芦原町（芦原温泉）の芦原国際ホテル美松において，
「法期限後における同和教育・同和保育の方向性について」の講演（講師・
Ｌ田中支部女性部長）及び水泳学習の実習を主な内容とする青少年事業
を行うとし，参加予定人数を７０人，総事業予算額を１８６万４９５０円とし
て，１２０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｄは，同年７月２５日，
１２０万円の支出決定をした。

田中支部は，同年８月４日，上記事業を参加人数６８人，総事業費１８２
万８０５０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，６５人（うち子供が２５人）が参加して，同月１日から１泊の
日程で，上記芦原国際ホテル美松に宿泊し，両日とも，宿泊先のホテル近
くの海水浴場で海水浴を行った（２日目は大人の参加者は一部）。その事
業の費用として，交通費５２万５０００円，高速道路通行料１万８４５０円，宿
泊費６６万７５００円，飲物代として８万７６０３円，食事代として２７万３０００
円，保険料として１万９５００円，抽選景品代３万８０００円，合計１６２万９０
５３円（資料印刷費１万３０００円については，いかなる資料が何に必要であ
るか明らかではないので，上記事業に必要な費用としては認められない。）
を要した。なお，この事業には，京都市職員４人が同行した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３については，参加人数も総事業費も助成申請
書及び事業実施報告書に記載されたものと多少の相違があり，また，助成
申請書及び事業実施報告書に記載された学習会が行われたと認めること
もできない（乙６１，乙６３の１４，乙７０，乙７１の各記載中及び証人Ｇ，証人
Ｈの証言中の２日目の午前中に宿舎において学習会が行われていた旨の
部分は採用しない。）から，このような申請に基づいてされた本件公金支出
３は違法というべきである。しかし，上記事業には，助成要綱にいう夏事業
としての青少年事業の実体は含まれており，上記の多少の相違が問題とな
りうるとしても，実際に実施された事業のとおりの助成申請がされたとして
も，交付されたであろう補助金額（上記１６２万９０５３円の３分の２以下かつ
一人３万円以下の１０８万６０３５円）については，京都市に損害が生じてい
ないというべきである。そして，本件公金支出３に係る補助金のうち１０万５
２９８円が返還され，未返還は１０９万４７０２円であるから，本件公金支出３
による京都市の損害で回復されていないのは，８６６７円である。

エ　本件公金支出４及び本件公金支出５
　　　　(ア)　証拠（甲２の３，甲２の４，乙９，乙６１，乙６３の１，乙６９，乙７１，証人Ｆ，証

人Ｈ，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ
る。

千本支部は，平成９年８月２８日，京都市長に対し，同年９月２５日から２
泊の日程で愛知県蒲郡市（西浦温泉）及び静岡県浜松市（舘山寺温泉）の
ホテルエンパイアに出かけ，バス車内での啓発ビデオの観賞及び「「まちづ
くり」の取組みについて」を主な内容とする老人宿泊学習会及び支部学習
会をそれぞれ実施するとし，前者については，参加予定人数を４５人，総事
業予算額を２５５万６９００円として，５０万円の助成申請を，後者について
は，参加予定人員を１１８人，総事業予算額を６７０万４７６０円として，２４０
万円の助成申請をそれぞれした。

これに対し，被告Ｃは，同月１０日，老人宿泊学習会について５０万円の
支出決定をし，被告Ａは，同月１２日，支部学習会について，２４０万円の支
出決定をした。

千本支部は，同年１０月２日，老人宿泊学習会事業を参加者４１人，総
事業費２３２万９６２０円で実施し，支部学習会事業を参加者１１７人，総事
業費６６４万７９４０円でそれぞれ実施した旨の各事業実施報告書を京都市
長に提出した。

千本支部は，平成９年９月２５日から同月２７日まで，多くの老人を含む４
１人（２泊目は４０人）が参加して，上記宿泊予定場所に宿泊し，１日目は八
丁味噌工場などを見学し，２日目はちくわ工場を見学し，３日目は海産物屋



でお土産を買って帰路につくという内容の事業を行った。その事業の費用と
して合計１３９万２１９８円を要した。なお，この事業には，京都市の職員７人
が同行している。

(イ)　上記によると，千本支部は，助成申請をした支部学習会事業は全く行っ
ていないというほかはなく，老人宿泊学習会についても，助成申請に係る事
業と，千本支部が実際に行った上記事業とには相当の相違がある。
　しかし，千本支部が実際に行った事業も，老人の社会見学といい得るも
のであり，事業の実際の参加人数も，老人学習会事業として申請書に記載
し，事業実施報告書に記載した参加人数と大きな差はない（なお，当該事
業に関する領収書中には，「千本老人クラブ」をあて先とするものがある
が，その記載が当該事業が千本支部の事業でないことを示すものとはいえ
ない。），助成要綱も，そのような老人の社会見学も老人事業として助成の
対象としている。
　そうすると，上記事業は，助成申請に係る事業とは，内容において相違し
ているから，老人事業としての申請，ひいては補助金の交付の適法性には
疑問があるものの，老人社会見学として助成の申請がされた場合には，助
成が可能なものと見ることはでき，交付された補助金の金額（５０万円）も実
際に行われた事業に対して交付可能な補助金額（上記１３９万２１９８円の
３分の２以下かつ一人３万円以下の９２万８１３２円）の範囲内であるから，
老人宿泊学習会に対する補助金の交付（本件公金出４）によって，京都市
が損害を被ったとまでは認められない。
　これに対し，本件事業５は全く実施されていないから，本件公金支出５に
係る助成申請は，補助金をだまし取るためにされたものと推認され，このよ
うな申請に基づいてされた本件公金支出５は違法なものである。そして，本
件公金支出５によって，京都市は交付した補助金２４０万円相当の損害を
被ったというべきところ，千本支部が京都市に返還したのは１９７万１８６８
円にとどまるから，その差額である４２万８１３２円について，京都市の損害
は回復されていないことになる。

オ　本件公金支出６
　　　　(ア)　証拠（甲２の５，乙９，乙６１，乙６３の２１）及び弁論の全趣旨によれば，次の

事実が認められる。
錦林支部は，平成９年９月２５日，京都市長に対し，同年１０月５日から１

泊の日程で石川県加賀市（山代温泉）のゆのくに天祥において，「部落解
放運動のこれからの展望（支部員の意志統一）」を主な内容とする支部学
習会を開催するとし，参加予定人数を７０人，総事業予算額を１７５万０６３
０円として，５０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｃは，同年１０月
２日，５０万円の支出決定をした。

錦林支部は，平成１０年３月２日，上記事業を参加予定人数７２人，総事
業費１７９万９２２０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出し
た。

錦林支部は，平成９年１０月５日から１泊の日程で，１４人が参加し，上
記ゆのくに天祥に宿泊する事業を県外学習会として実施し，「現在の部落
問題を取り巻く諸情勢について」，「まちづくりの展望について等について」
などを内容とする学習会を行った。その事業の費用として合計４３万０４８０
円を要した。なお，この県外学習会には，京都市の職員４人が同行している
（会議室の使用料に関する領収書等の記載はないが，同行した京都市の
職員は，助成申請書及び実施報告書の記載を超えた具体的な学習会の内
容を報告しており（乙６１），その内容の学習会が開催されたものと認め
る。）。

(イ)　上記のとおり，錦林支部の行った助成申請及び実施結果報告中の参加
人数及び総事業費は，実際に行われた事業と大きく異なっており，錦林支
部は，参加予定人数及び総事業予算額を水増しして助成申請をすることに
よって，補助金をだまし取ろうとしたものと推認でき，このような申請に基づ
いてされた本件公金支出６も違法なものである。しかし，上記のとおり，錦
林支部は，助成の申請をしたのと同じ日程，宿泊場所の県外学習会を行っ
ており，その内容も助成要綱に基づく助成が可能な学習事業に当たるか
ら，実際に実施された事業のとおりの助成申請がされたとしても，交付され
たであろう補助金（上記４３万０４８０円の３分の２以下かつ一人３万円以下



の２８万６９８６円）については，京都市に損害が生じていないというべきで
ある。そして，本件公金支出６に係る補助金のうち２１万３０１４円が返還さ
れ，残額は２８万６９８６円であるから，本件公金支出６が違法であるとして
も，それによる損害は回復されているというべきである。

カ　本件公金支出７
　　　　(ア)　証拠（甲２の６，甲３７の１ないし３，甲３８，甲３９，乙９，乙６１，乙６３の１３，

乙７０，乙７１，証人Ｇ，証人Ｈ，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれ
ば，次の事実が認められる。

田中支部は，平成９年１０月２８日，京都市長に対し，同年１１月２１日か
ら１泊の日程で静岡県焼津市のホテルアンビア松風閣において，Ｇ支部長
を講師とする「地域の実態に応じた町づくりの総括・点検に対する提起」に
ついての講演を主な内容とする支部一泊学習会を開催するとし，参加予定
人数を８０人，総事業予算額を２６３万１８３０円として，１５５万円の助成を
申請した。これに対して，被告Ａは，同月５日，１５５万円の支出決定をし
た。

田中支部は，同年１２月２５日，上記事業を参加人数８０人，総事業費２
５９万６５９０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，同年１１月２１日から，２４人が参加して，上記ホテルアンビ
ア松風閣に１泊する事業を実施した。その事業の費用として合計６８万９７
４３円を要した。なお，この事業には４人の京都市の職員が同行した。しか
し，ホテルアンビア松風閣の領収書等に会議室等を利用した旨の記載はな
く，田中支部が同所において助成要綱の趣旨に合致する何らかの学習会
を行ったとは認められない。

この点，証人Ｇは，宿舎内のラウンジで学習会を行ったと供述するが，宿
泊先のラウンジは，学習会を行えるような場所とは言い難く（甲３７ないし３
９），その供述は採用できない。

(イ)　上記のとおり，本件事業７に当たる事業については，参加人数も総事業
費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる上，
助成申請書及び事業実施報告書に記載された学習会は実施されていない
のであるから，前記本件公金支出５，本件公金支出６などと同様に本件公
金支出７は違法であり，京都市は交付した補助金１５５万円相当の損害を
被ったというべきである。そして，本件公金支出７について，京都市が返還
を受けたのは１０９万０１７２円にとどまるから，その差額４５万９８２８円につ
いては，損害が回復されていない。

キ　本件公金支出８
　　　　(ア)　証拠（甲２の８，乙９，乙６１，乙６３の３７，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
辰巳支部は，平成９年１１月２８日，京都市長に対し，同年１２月１４日か

ら２泊の日程で石川県七尾市（和倉温泉）の加賀屋において，支部長，副
支部長等を講師として，「情勢報告」，「同和対策事業の見直しの動きにつ
いて」，「フォーラムTATSUMIの取組みについて」，「部落解放三大闘争勝
利に向けて」，「辰巳部落の永住できる町づくりについて」を主な内容とする
学習会を開催するとし，参加予定人数を３７人，総事業予算額を２１１万円
として，１１０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ａは，同年１２月１
２日，１１０万円の支出決定をした。

辰巳支部は，同月２４日，上記事業を参加人数３７人，総事業費２１１万
７４８３円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

辰巳支部は，１５人が参加して同月１４日から上記加賀屋に２泊する事
業を行った。その事業の費用として合計１４１万５０１０円を要した。なお，１
泊目には京都市の職員４人が同行した。この事業において，助成申請書及
び事業実施報告書に記載された学習会，あるいはその他の助成要綱の趣
旨に合致する学習会を行ったとは認められない（辰巳支部が当日利用した
という資料が提出されているが，この資料が上記事業の際に使用されたも
のであるかどうかは明らかではなく，また，宿泊先の領収書等には，会議室
等の使用についての記載はなく，辰巳支部が参加人数等が大きく異なる事
業実施報告書をあえて京都市長に提出していることを考慮すると，この資
料があるからといって上記の学習会があったとはいえない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業８に当たる事業は，参加人数も総事業費も助成



申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なっている上，助
成申請書及び事業実施報告書に記載された学習会が行われたとは認めら
れず，その他の助成要綱の趣旨に合致する学習会等が行われたとは認め
られない（なお，乙６１中の本件事業８に係る記載は採用できない。）。
　そうすると，本件公金支出８は違法であり，京都市は交付した補助金１１０
万円相当の損害を被ったところ，京都市に返還されたのは６５万円にとどま
るから，その残額４５万円について，京都市の損害は回復されていないとい
うべきである。

ク　本件公金支出９
　　　　(ア)　証拠（甲３の５，乙９，乙６３の２９，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によ

れば，次の事実が認められる。
西三条支部は，平成１０年１月１０日，京都市長に対し，同月２４日から１

泊の日程で，Ｉ（朱雀第４小学校校長）を講師とし，「女性部の組織強化をめ
ざし，家庭や地域の教育力を高める」，「同和対策事業の改革と新たな部落
解放運動の創設にむけて」を主な内容とする女性部学習会を滋賀県大津
市の旅亭紅葉で開催するとし，参加予定人数を約３０人，総事業予算額を
７５万円として，４０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｅは，同月１
４日，４０万円の支出決定をした。

西三条支部は，同年２月１２日，上記事業を参加人数３０人，総事業費７
５万円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，１７人が参加して，同年１月２４日から１泊の日程で，上
記旅亭紅葉において支部女性部県外学習会として「地域子供教育の現状」
をテーマとする学習会を実施した。その事業の費用として，交通費１万５３０
０円，宿泊費４７万９９１０円，会議室料２万１２９３円，飲物代５万２８３１
円，昼食代３万４０００円，資料印刷代１万８７００円の合計６２万２０３４円を
要した（旅亭紅葉の会議室を使用していることが認められるので，西三条
支部が調査票（乙６３の２９）に記載したテーマでの学習会が実施されたも
のと認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業９に当たる事業は，参加人数も助成申請書及び
事業実施報告書に記載されたものと異なり，また，学習会の内容も必ずし
も助成申請書に記載されたものと同一といえないが，１７人が参加して助成
要綱の趣旨に合致する学習会が開催されており，本件公金支出９が違法
であるとしても，交付された補助金額は４０万円であって上記実際に行われ
た事業として助成申請がされていた場合に交付可能であった補助金額（上
記総事業費６２万２０３４円の３分の２以下かつ一人３万円以下の４１万４６
８９円）の範囲内であるから，京都市が損害を被ったとは認められない。

ケ　本件公金支出１０
　　　　(ア)　証拠（甲２の１０，乙９，乙６３の２，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）及び弁

論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年１月２０日，京都市長に対し，同年２月１５日から

１泊の日程で，兵庫県温泉町（湯村温泉）の朝野家で「千本ふるさと共生自
治運営委員会の取組について」を主な内容として学習会を開催するとし，
参加予定人数を１２０人，総事業予算額を４７３万６０００円として，１５５万
円の助成を申請した。これに対して，被告Ａは，同年２月２日，１５５万円の
支出決定をした。

千本支部は，同月２７日，上記事業を参加人数１１８人，総事業費４６２
万３６００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，２２人が参加し，同月１５日から上記朝野屋に１泊して壮年
部の「支部活動の今後の展望とまちづくり，高齢者問題について」をテーマ
とする宿泊学習会を実施した。その事業の費用として宿泊費４３万０９８０
円，会議室料１万６６３２円，乗務員宿泊費８５５０円，食事代１３万２０００
円，諸経費等３万６３５０円，飲物代６万５４８０円の合計６８万９９９２円（そ
のほか相当額の交通費を要したものと認められる。）を要した（朝野屋の領
収書等によって会議室が利用されていることが認められるので，千本支部
が調査票（乙６３の２）に記載したとおりの学習会が実施されたものと認め
る。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１０に当たる事業は，参加人数も総事業費も助
成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なるほか，学習



会の内容も必ずしも助成申請書に記載されたものと同一といえないが，２２
人が参加して助成要綱の趣旨に合致する学習会が開催されているから，
本件公金支出１０が違法であるとしても，上記実際に行われた事業として助
成申請がされていた場合に交付可能であった補助金額（上記６８万９９８２
円の３分の２以下かつ一人３万円以下の４５万９９９４円）の範囲内では京
都市が損害を被ったとは認められないところ，千本支部は１０９万０００６円
を返還し，残額は４５万９９９４円と上記の助成可能な金額の範囲内である
から，京都市の損害は回復されている。

コ　本件公金支出１１
　　　　(ア)　証拠（甲３の４，乙９，乙６３の１５，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によ

れば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１０年１月２９日，京都市長に対し，同年２月１４日から

１泊の日程で神戸市（有馬温泉）の陵楓閣において，「高齢化社会に向けて
女性が果たす役割とは」とのテーマでの講演（講師・Ｐ田中支部女性部書記
長）を主な内容とする女性部の学習会を開催するとし，参加予定人数を５０
人，総事業予算額を１７０万９３６３円として，７０万円の助成を申請した。こ
れに対して，被告Ｅは，同月３日，７０万円の支出決定をした。

田中支部は，同月１６日，上記事業を参加人数５０人，総事業費１７０万
９３６３円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，１９人が参加して，同月１４日から１泊の日程で上記陵楓閣
において支部幹部研修と題する事業を行った。その事業の費用として合計
９２万６２９１円を要した。しかし，陵楓閣の領収書等に会議室等を利用した
旨の記載はなく，田中支部が同所において助成要綱の趣旨に合致する何
らかの学習会を行ったとは認められない（乙７０及び証人Ｇの供述中には，
「高齢化社会に向けて女性が果たす役割とは」とのテーマで女性部の学習
会を行った旨の部分があるが，採用することができない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１１として行われた事業は，参加人数も総事業
費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる上，
申請書及び事業実施報告書に記載された学習会，その他助成要綱の趣旨
に合致する学習会が行われたと認めることはできないのであるから，前記
の違法とした公金支出と同様に本件公金支出１１は違法であり，京都市
は，支出額である７０万円の損害を被ったというべきである。そして，本件公
金支出１１について，京都市が返還を受けたのは１３万円にとどまるから，
その差額５７万円については，損害が回復されていない。

サ　本件公金支出１２
　　　　(ア)　証拠（甲２の１３，乙９，乙６１，乙６３の３８，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
改進支部は，平成１０年３月２日，京都市長に対し，同年３月１５日から１

泊の日程で島根県玉湯町（玉造温泉）の保性館で，部落問題を取り巻く最
近の諸情勢について」，「改進支部の今後の運動について」をテーマとする
学習会及び社会見学（八重垣神社，出雲大社，出雲文化伝承館，松江城，
小泉八雲記念館）を主な内容とする支部学習会を開催するとし，参加予定
人数を６２人，総事業予算額を２７１万４５００円として，１８０万円の助成を
申請した。これに対して，被告Ａは，同月３日，１８０万円の支出決定をし
た。

改進支部は，同月２５日，上記事業を参加人数６５人，総事業費２８０万
９０００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

改進支部は，３２人が参加して，同月１５日から１泊の日程で，玉造温泉
の保性館において，「地対財特法の改正と部落問題を取り巻く諸情勢」につ
いての学習会を実施，翌日は，上記の見学を行った。なお，この事業には，
４人の京都市職員が同行した。同事業の費用として，交通費２５万円，宿泊
費４７万５２００円，会議室料２万１６００円，乗務員宿泊費１万７１００円，食
事代２２万４０００円，高速道路通行料３万３３００円，飲物代８万８３３２円，
合計１１０万９５３２円を要した（保性館の領収書等に会議室使用料が含ま
れているので，調査票（乙６３の３８）記載のとおりの学習会が行われたもの
と認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１２に当たる事業は，参加人数が助成申請書及
び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なり，また，単なる社会見学



（見学先からすると観光に近いとの評価も可能である。）は，助成要綱に基
づく学習会としての助成対象に含まれるか疑問である。それらの点から，本
件公金支出１２が違法であり，京都市が交付した補助金相当額の損害を被
ったとしても，上記認定のとおり，３２人が参加した助成要綱の趣旨に合致
した学習会が実施されており，見学に直接要した費用は，上記の実際に要
した費用額には含めておらず，上記学習会のみについて助成を申請したと
しても，その限度で補助金が交付されたと考えられるから，上記実際に行
われた事業として助成申請がされていた場合に交付可能であった補助金
額（上記１１０万９５３２円の３分の２以下かつ一人３万円以下の７３万９６８
８円）の範囲内では京都市が損害を被ったとは認められないところ，千本支
部は１０６万０３１２円を返還し，残額は７３万９６８８円と上記の交付可能な
金額の範囲内であるから，京都市の損害が回復されていることなる。

シ　本件公金支出１３
　　　　(ア)　証拠（甲３の３，乙９，乙６３の４，乙６９，乙７１，証人Ｆ，証人Ｈ，調査嘱託の

結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年２月２５日，京都市長に対し，同年３月２８日から

２泊の日程で石川県羽咋市の保養所ちりはまにおいて，「青年部活動の総
括及び今後の取組」，「子ども会活動について」及びスポーツ交流を主な内
容とする青少年宿泊研修事業を開催するとし，参加予定人数を６５人，総
事業予算額を３１１万６０００円として，１６５万円の助成を申請した。これに
対して，被告Ｄは，同年３月５日，１６５万円の支出決定をした。

千本支部は，同月３１日，上記事業を参加人数６１人で実施した旨の事
業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，１泊目は２６人（大人１７人，中学生４人，小学生５人），２泊
目は２２人（大人１３人，中学生４人，小学生５人）が参加し，同月２８日から
上記ちりはまに２泊する「中３生・子ども会合同宿泊学習会」という名称の事
業を行った。上記の参加者は，宿泊中，スポーツ体験学習を中心に取り組
んだ。もっとも，同事業において行われたスポーツ体験学習（スポーツ交
流）とは，千里浜シーサイドクラブにおいてゴルフを行うことであった（ゴルフ
コースに出られない子供は，パターゴルフを行った。）。と認められる。同事
業の費用として合計８６万１４００円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業１３に当たる事業は，参加人数も総事業費も助
成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる上，そこで
行われた内容も主としては，ゴルフであった。
　ところで，助成要綱は，青少年事業においては，水泳，キャンプ，スキーを
助成対象として例示している。しかし，これは，前記のとおり，同和地区の
青少年に，青少年が一般的に経験する機会が多い水泳（海水浴），キャン
プ，スキー等の経験の機会を与えることが，格差の是正に寄与するものと
考えられるからと解されるところ，ゴルフは，いまだ青少年（とりわけ中学生
や小学生）が一般に経験する機会の多いスポーツということはできず，ゴル
フを行う機会を与えることが，同和問題の解決に資するものとは考えられな
い。
　そうすると，ゴルフを行うことを中心とした上記事業は，助成要綱が助成
の対象とするものということはできない（なお，乙６３の４によると，同事業の
中で，啓発ビデオ「朝やけの湖」を鑑賞したことがうかがわれるが，このよう
なビデオを附随的に見ることがあっても，全体として助成対象外であること
に変わりはない。）。
　そうすると，参加人数も総事業費も実際のものと大きく異なる申請に基づ
いて，助成要綱の認める助成対象でないものについて補助金を交付するこ
ととした本件公金支出１３は違法なものであり，交付された補助金は，その
全額が京都市の損害というべきである。そして，京都市が返還を受けたの
は，１０７万５７３４円にとどまるから，残額の５７万４２６６円について，損害
が回復されていない。

ス　本件公金支出１４
　　　　(ア)　証拠（甲２の１６，甲３９，乙９，乙６３の２８，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
西三条支部は，平成１０年３月１０日，京都市に対し，同年３月２８日から

１泊の日程で，滋賀県大津市の旅亭紅葉において，Ｊ部落解放同盟京都府



連合会書記長を講師とし，「市協部落解放企画推進委員会各部会の取組
みについての学習と討議」，「部落解放三大闘争の現状と課題について」及
び「支部員の交流と親睦をはかる」を主な内容とする支部県外学習会を開
催するとして，参加予定人数を約７０人，総事業予算額を１５９万８０００円と
して，３０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｃは，同月２６日，３０
万円の支出決定をした。

西三条支部は，同月３１日，上記事業を参加人数７０人で実施した旨の
事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，１３人が参加して，同月２８日から１泊の日程で上記旅亭
紅葉に宿泊する事業を行った。その事業に要した費用は，合計４２万０４８
５円であった（西三条支部は，宿泊室で学習会を行ったと説明し，学習会で
使用したという資料も提出されているが，同じ支部が同じ旅亭紅葉で行った
他の事業（参加者１７名）では会議室が使用されており（前記ク），宿泊室で
どの程度の実質のある学習会が開催できるか疑問があること，西三条支
部が，参加人数等が大きく異なる事業報告書をあえて提出していることを
考慮すると，資料の提出があるからといって，その内容の学習会が宿泊室
で行われたと認めることはできない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１４に当たる事業については，参加人数が助成
申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる上，助成申請
書及び事業実施報告書に記載された事業が行われたことを認めることはで
きず，この事業が助成要綱の趣旨に合致するものであったことを認めるに
足りる証拠はない。したがって，本件公金支出１４は違法であり，京都市
は，交付した補助金３０万円相当の損害を被ったというべきところ，西三条
支部から返還されたものは１万９６６７円にとどまるから，その残額２８万０３
２３円について，京都市の損害は回復されていない。

セ　本件公金支出１５
　　　　(ア)　証拠（甲３の７，乙９，乙６３の３５）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が

認められる。
久世支部は，平成１０年３月２４日，京都市長に対し，同月２８日から１泊

の日程で和歌山県白浜町（白浜温泉）のむさしにおいて，「今後の同和対
策事業について」及び「今後の女性部活動について」（講師・Ｋ支部女性部
長ほか）を主な内容とする女性部学習会を開催するとし，参加予定人数を３
０人，総事業予算額を１０２万９０００円として，４０万円の助成を申請した。
これに対して，被告Ｅは，同月２７日，４０万円の支出決定をした。

久世支部は，同月３１日，上記事業を参加人数３０人，総事業費１０２万
９０００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

久世支部は，５人が参加して，同月２８日から１泊の日程で，和歌山県白
浜町（白浜温泉）の天山閣に宿泊する事業を行った。その事業の費用とし
て合計１６万１０５０円を要した。しかし，天山閣において助成要綱の趣旨に
合致する活動が行われたとは認めることができない（乙６３の３５（調査票）
には，宿泊部屋で今後の女性部活動について協議形式による学習を行っ
た旨の記載があるが，このような学習会が行われたことを裏付ける資料は
なく，参加予定人数，宿泊場所についても，虚偽の申請及び事業実施報告
がされていることに照らしても，この調査票のみから記載のような学習会が
行われたと認めることはできない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１５に当たる事業は，参加人数，総事業費及び
宿泊場所が助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと全く異な
っている上，事業内容も助成要綱の趣旨に合致する事業であったとも認め
られないのであるから，本件公金支出１５は違法であり，京都市は交付した
補助金４０万円相当の損害を被ったというべきである。そして，本件公金支
出１５について，京都市が返還を受けたのは２９万２６３４円にとどまるか
ら，残額である１０万７３６６円については，損害が回復されていない。

ソ　本件公金支出１６
　　　　(ア)　証拠（甲３の８，乙９，乙６３の８，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）及び弁論

の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年６月４日，京都市長に対し，同年７月４日から１

泊の日程で石川県加賀市（片山津温泉）の佳水郷において，「バス車内研
修・啓発ビデオ観賞」，「１９９８年度の女性部活動計画」，「子ども会活動」，



「まちづくり活動について」を主な内容とする青少年・女性部合同学習会を，
参加予定人数を８０人，総事業予算額を３７０万６４００円として，１８０万円
の助成を申請した。これに対して，被告Ｄは，同年６月１５日，１８０万円の
支出決定をした。

千本支部は，同年７月７日，上記事業を参加人数７４人，総事業費３４９
万５９２０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，４６人が参加して，同年６月４日から１泊の日程で上記佳水
郷において，「第３７回大会に向けての意志統一」を主な内容とする支部政
策委員・各専門部幹部合同学習会を開催した。その事業の費用として，交
通費５６万６０００円，宿泊費８１万９０６０円，会議室料２万１６００円，飲物
代１９万３４６６円，乗務員宿泊費１万７１００円，昼食代１８万４０００円，資
料代１万８４００円，保険料など諸経費６万０３００円，合計１８７万９９２６円
を要した（佳水郷の領収書等に会議室使用料が含まれており，調査票の記
載のとおりの学習会が行われたものと認める。また，「大会に向けての意志
統一」を内容とする学習会が，同和問題の解決のために解決のために有
効かつ適切なものであり得る。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１６に当たる事業は，参加人数も総事業費も助
成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なり，事業内容
も同一ではないが，４６人が参加する支部政策委員・各専門部幹部合同学
習会という助成要綱の趣旨に合致する学習会が実施されているから，実際
に実施された事業のとおりの助成申請がされたとしても，交付されたであろ
う補助金（上記１８７万９９２６円の３分の２以下かつ一人３万円以下の１２５
万３２８４円）については，京都市に損害が生じていないというべきである。
そして，本件公金支出１６に係る補助金のうち５４万６７１６円が返還され，
残額１２５万３２８４円であるから，本件公金支出１６が違法であるとしても，
それによる損害は回復されているというべきである。

タ　本件公金支出１７
　　　　(ア)　証拠（甲３の９，乙９，乙６１，乙６３の１７，乙７０，乙７１，証人Ｇ，証人Ｈ，調

査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１０年７月８日，京都市長に対し，同年８月２日から１

泊の日程で福井県芦原町（芦原温泉）の芦原国際ホテル美松で，「今後の
同和教育について」の講演（講師・Ｌ田中支部女性部長）及び水泳学習の
実習を主な内容とする地区の青少年を対象とする事業を開催するとし，参
加予定人数を７０人，総事業予算額を１７９万９４００円として，６０万円の助
成を申請した。これに対して，被告Ｅは，同年７月２２日，６０万円の支出決
定をした。

田中支部は，同年８月４日，上記事業を参加人数７０人，総事業費１７９
万９４００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，参加者は４１人（うち子供１６人）が参加して（ほかにキャン
セル３人），同月２日から１泊の日程で上記国際ホテル美松において，親子
１泊水泳研修会を実施した。なお，この事業には，京都市の職員４人が同
行した。この事業の費用として，交通費２６万２５００円，宿泊費３６万７０５０
円，飲物代６万０１３３円，昼食代１７万２２００円，高速道路通行料１万８４５
０円，保険料１万２３００円，合計８９万２６３３円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業１７に当たる事業については，参加人数及び総
費用額が助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異な
っている上，「今後の同和教育について」の講演が実施されたと認めるに足
りる証拠もなく（乙６１，乙６３の１７，乙７０，乙７１の各記載中及び証人Ｇ，
証人Ｈの証言中には二日目の午前中に宿舎において学習会が行われてい
た旨の部分があるが採用しない。），実施された事業内容も同一とはいえな
い。それらの点から，本件公金支出１７が違法であり，京都市が交付した補
助金相当額の損害を被ったとしても，青少年事業として助成要綱の趣旨に
合致する水泳一泊研修会が実施されているということができるから，上記
実際に行われた事業として助成申請がされていた場合に交付可能であっ
た補助金の金額（上記８９万２６３３円の３分の２以下かつ一人３万円以下
の５９万５０８８円）の範囲内では京都市が損害を被ったとは認められない。
そして，田中支部は４９１２円を返還し，残額は５９万５０８８円と上記の助成
可能な金額の範囲内であるから，京都市の損害は回復されている。



チ　本件公金支出１８
　　　　(ア)　証拠（甲２の４７，乙９，乙６１，乙６３の２５，乙７３，調査嘱託の結果）及び弁

論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
東三条支部は，平成１０年７月３０日，京都市長に対し，同年８月２日か

ら１泊の日程で京都府舞鶴市三浜海水浴場の民宿高井において，地区内
の小中学生ほかを対象として，水泳教室，学習会，キャンプファイヤー，美
化活動などを主な内容とする青少年事業を開催するとし，参加予定人数を
約５０人，総事業予算額を６２万７５００円として，２０万円の助成を申請し
た。これに対して，被告Ｃは，同年７月３１日，２０万円の支出決定をした。

東三条支部は，同年８月１７日，上記事業を参加人数４８人，総事業費６
１万１４００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

東三条支部は，３１人が参加して，同月１７日から１泊の日程で上記民宿
高井に宿泊して，同海水浴場で水泳，キャンプファイヤー等を行い，一日目
の夜には宿舎で学習会も行われた。なお，この事業には，京都市の職員４
人が同行した。同事業の費用として，宿泊費として１５万５０００円，昼食代
３万１０００円，保険料３万２５５０円，資料作成代３万１０００円，救急用品購
入費１万円，キャンプファイヤー用品代６万円，その他経費５６００円，合計
３２万５１５０円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業１８に当たる事業は，参加人数及び総事業費が
助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと相当異なるものの，
助成要綱の趣旨に合致する青少年事業としての実体があったというべきと
ころ，東三条支部が交付を受けた補助金の金額は２０万円であって，参加
人数を３１人として申請した場合に交付されたであろう補助金の金額（上記
３２万５１５０円の３分の２以下かつ一人３万円以下の２１万６７６６円）の範
囲内であるから，本件公金支出１８が違法であるとしても，京都市が損害を
被ったとは認められない。

ツ　本件公金支出１９
　　　　(ア)　証拠（甲２の３６，乙９，乙６３の２４，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨に

よれば，次の事実が認められる。
東三条支部は，平成１０年９月１０日，京都市長に対し，同月１２日から１

泊の日程で石川県加賀市（片山津温泉）の矢田屋において，「東三条町づ
くり協議会の現状と課題」，「狭山の現状と今後の展望」，「青年間の親睦」
を主な内容とする青年部学習会を開催するとして，参加予定人数を２０人，
総事業予算額を１００万４０００円として，２０万円の助成を申請をした。これ
に対して，被告Ｃは，同月１１日，２０万円の支出決定をした。

東三条支部は，同月１７日，上記事業を参加人数２０人，総事業費１００
万４０００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

東三条支部は，１１人が参加して，同月１２日から上記矢田屋に１泊する
事業を行ったが，その事業内容が「東三条町づくり協議会の現状と課題」，
「狭山の現状と今後の展望」についての学習会，その他助成要綱の趣旨に
合致するものであったとは認められない（乙６３の２４中には，「今日の部落
差別の実態」について宿舎で学習し，金沢市民芸術村などの施設の見学
等を行った旨の記載があるが，矢田屋では１０名程度の人数で学習会ない
し会議を行う場合には別途会議室等を有料で借りる必要があるところ，宿
泊先の領収書等に会議室等を利用した旨の記載はないことなどを考慮す
ると，上記の記載は採用できない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業１９に当たる事業は，参加人数及び総事業費が
助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる上，助成
要綱の趣旨に合致する学習会が行われたとも認められないのであるから，
上記の違法とした公金支出と同様に，本件公金支出１９は違法であり，京
都市は交付した補助金２０万円相当の損害を被ったというべきである。

テ　本件公金支出２０
　　　　(ア)　証拠（甲２の３７，乙９，乙６１，乙６３の５，乙６９，乙７１，証人Ｆ，証人Ｈ，調

査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年１０月１日，京都市長に対し，同年１１月３日から

１泊の日程で和歌山県白浜町（白浜温泉）の三楽荘において，「バス車内
研修　啓発ビデオ観賞」，「「千本のまちづくり」の取組について」を主な内容
とする幹部学習会を開催するとし，参加予定人数を１５０人，総事業予算額



を５６５万５０５００円として，２４０万円の助成を申請をした。これに対して，
被告Ｂは，同年１０月７日，２４０万円の支出決定をした。

千本支部は，同年１１月１２日，上記事業を参加人数１４６人，総事業費
５４９万９８２０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，２１人が参加し，同月３日から１泊で上記三楽荘において，
支部執行部学習会を行い，部落問題と関連する何らかの学習会を行った
（三楽荘の領収書等に会議室使用料の記載があり，学習会が行われたこと
は認められるが，その内容については，乙６１と乙６３の５の記載が異なっ
ており，明らかとはいえない。）。なお，この事業には，京都市の職員５人が
同行している。この事業の費用として，宿泊費２０万１６００円，会議室料１
万０５００円，飲物代として５万３５８０円，乗務員宿泊費１万７１００円，昼食
代８万４０００円，資料代８４００円，保険料等諸雑費３万３６００円，合計４０
万８７８０円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業２０に当たる事業は，参加人数も総事業費も助
成申請書及び事業実施報告書に記載されたものとは全く異なる上，事業内
容も異なっており，このような申請に基づく本件公金支出２０は違法という
べきである。しかし，上記のとおり，２１人が参加して助成要綱の趣旨に合
致する学習会が開催されており，その事業については助成が可能であった
と考えられるから，その事業について交付が可能であった補助金額（上記４
０万８７８０円の３分の２以下かつ一人３万円以下の２７万２５３０円）の範囲
内では京都市が損害を被ったとは認められないところ，千本支部は２１２万
７４８０円を返還し，残額は２７万２５２０円と上記の助成可能な金額の範囲
内であるから，京都市の損害は回復されている。

ト　本件公金支出２１
　　　　(ア)　証拠（甲２の３８，乙９，乙６１，乙６３の１６，乙７０，乙７１，証人Ｇ，証人Ｈ，

調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１０年１０月２３日，京都市長に対し，同年１１月２０日

から１泊の日程で兵庫県洲本市のホテルニューアワジにおいて「今後の田
中地区の町づくりについて」の基調報告とそれを受けてのそれぞれの立場
で自由討論を主な内容とする支部一泊研修と青年事業を開催するとして，
参加予定人数を１４０人，総事業予算額を４５０万５４６５円として，２２０万
円の助成を申請をした。これに対して，被告Ｂは，同月４日，２２０万円の支
出決定をした。

田中支部は，平成１１年５月１１日，上記事業を参加人数１４０人，総事
業費４４５万６２４５円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出し
た。

田中支部は，２８人が参加して，平成１０年１１月２０日から１泊の日程で
上記ホテルニューアワジに宿泊し，１日目は，ホテル内の会議室で「今後の
田中地区の町づくりについて」の学習会を行い，２日目には，ミュージアム
パークアルファビア，淡路ファームパーク及び北淡町震災記念公園を見学
した。この事業には，京都市の職員４人が同行した。同事業の費用として，
交通費２８万３０００円，宿泊費５４万８５２０円，会議室料３万７８００円，飲
物代として５万９４２８円，昼食代８万８２００円，高速道路通行料３万５８００
円，保険料８４００円，施設等入場料５万３２００円，旅行業務取扱料金１７
万３８６４円，合計１３０万５０１２円を要した（ホテルニューアワジの領収書
等に会議室使用料の記載があるから，調査票（乙６３の１６）記載のとおり
の学習会が行われたものと認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２１に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なり，
また，２日目の見学も，北淡町震災記念公園（その見学は「町づくり」につい
ての学習の一環と評価することも可能である。）を除いては単なる社会見学
（むしろ観光に近い）ものであって，助成要綱によって青少年事業及び学習
会事業においては助成の対象とならない内容のものを含んでおり，このよ
うな申請に基づく本件公金支出２１は違法というべきであり，京都市は，交
付した補助金２２０万円相当の損害を被ったというべきである。しかし，上記
認定のとおり，２８人が参加して助成要綱の趣旨に合致すると認められる
学習会は行われており，その学習会事業については助成要綱に基づく助
成の申請がされておれば補助金の交付は可能であったと考えられるから，



その補助金の金額（上記総事業費からミュージアムパークアルファビア及
び淡路ファームパーク施設見学料の合計３万９２００円を控除した１２６万５
８１２円の３分の２以下かつ一人３万円以下の８４万円）の範囲内では京都
市が損害を被ったとは認められないところ，田中支部は１３６万円を返還し
ているから，京都市の損害は回復されている。

ナ　本件公金支出２２
　　　　(ア)　証拠（甲２の３９，乙９，乙６１，乙６３の２１，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
錦林支部は，平成１０年１１月２日，京都市長に対し，同月８日から１泊

の日程で福井県芦原町（芦原温泉）の清風荘において，「部落解放運動の
これからの展望（支部員の意志統一）」を主な内容とする支部学習会を開
催するとし，参加予定人数を７０人，総事業予算額を１７０万３４５０円とし
て，５０万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｂは，同月５日，５０万
円の支出決定をした。

錦林支部は，同年１２月１日，上記事業を参加人数６８人，総事業費１６
５万６３８０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

錦林支部は，１３人が参加して，同年１１月８日から１泊の日程で上記清
風荘に宿泊する「支部県外学習会」という名称の事業を実施した。この事業
の費用として合計３１万４８８８円を要した。なお，この事業には，京都市の
職員４人が同行した。しかし，この「支部県外学習会」において「部落解放運
動のこれからの展望」をテーマにした学習会が行われたと認めることはでき
ず，その他助成要項の趣旨に合致したものであることを認めるに足りる証
拠はない（乙６１，乙６３の２１には，清風荘内で上記の学習会が開かれた
旨の記載があるが，清風荘の領収書には，会議室等の使用料についての
記載はないことに照らし，採用することはできない。また，乙６１には，「社会
見学」という学習会事業においては助成の対象とされていないものが行わ
れた旨の記載もある。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２２に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なり，
これらに記載された事業が行われたとは認められないのであるから，前記
で違法とした公金支出と同様に，本件公金支出２２も違法である。そして，
助成要綱の趣旨に合致する事業がされたとも認めるに足りないのであるか
ら，本件公金支出２２については，京都市は，交付した補助金５０万円相当
について損害を被ったというべきところ，錦林支部から返還されたのは３１
万４８８８円にとどまるから，その残額１８万５１１２円について，京都市の損
害は回復されていない。

ニ　本件公金支出２３
　　　　(ア)　証拠（甲２の４３，乙９，乙６１，乙６３の３６，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
久世支部は，平成１０年１１月１６日，京都市長に対し，同月２８日から１

泊の日程で石川県七尾市（和倉温泉）の加賀屋において，「久世地域にお
ける街づくり，人づくりについて」，「今後の支部活動方針と専門部活動につ
いて」を主な内容とする支部学習会を開催するとし，参加予定人数を４５
人，総事業予算額を１１７万８２５０円として，５０万円の助成を申請した。こ
れに対して，被告Ｃは，同月２６日，５０万円の支出決定をした。

久世支部は，同年１２月１１日，上記事業を参加人数４５人，総事業費１
１７万８２５０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

久世支部は，１８人が参加して，同年１１月２８日から１泊の日程で上記
加賀屋において「久世の街づくり，人づくりと地域交流促進活動について，
①河川美化をすすめる会　各班からの報告，②同今後の課題，③久世レイ
ンボーフェステバルでの班分と今後の課題，④久世文化振興会の今後の
運営，⑤久世文化振興会和太鼓倶楽部今後の運営」等を内容とする「支部
幹部学習会」を開催した。その費用としては，合計５０万０４１４円を要した。
なお，この事業には，京都市の職員４人が同行した（加賀屋の領収書等に
は，久世支部が同日利用したという会議室の使用料に関する記載はない
が，同行した京都市の職員は，助成申請書及び実施報告書の記載を超え
た具体的な学習会の内容について報告しており（乙６１），上記学習会にお
いて利用したという詳細な資料も提出されているから，上記資料の内容の



学習会が開催されたものと認める。）。
(イ)　上記のとおり，本件事業２３に当たる事業については，参加人数も総費

用額も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる
が，ほぼ助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと同内容の学
習会が行われており，実際の参加人数及び総費用額で助成の申請がされ
ておれば，上記総事業費５０万０４１４円の３分の２以下かつ一人３万円以
下の３３万３６０９円の交付は可能であったと考えられるから，本件公金支
出２３が違法であったとしても，その範囲内では京都市が損害を被ったとは
認められないところ，久世支部は１６万６３９１円を返還し，残額は３３万３６
０９円と上記の助成可能な金額の範囲内であるから，京都市の損害は回復
されている。

ヌ　本件公金支出２４
　　　　(ア)　証拠（甲２の４０，乙９，乙６３の６，乙６９，証人Ｆ）及び弁論の全趣旨によれ

ば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年１１月１７日，京都市長に対し，同年１２月１２日

から１泊の日程で石川県加賀市（山代温泉）のいづくらにおいて，「千本ま
ちづくり・基本計画の学習会」，「将来の支部幹部としての学習・討論」を主
な内容とする青年国内研修会を開催するとし，参加予定人数を７０人，総事
業予算額を２６０万５４００円として，１３０万円の助成を申請した。これに対
して，被告Ｂは，同年１２月１日，１３０万円の支出決定をした。

千本支部は，同月１７日，上記事業を参加人数６９人，総事業費２５６万
８１８０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，１４人が参加して，同年１１月２８日から１泊の日程で上記
いづくらにおいて，「千本の町づくり・「住環境問題」について」などを内容と
する青年部国内研修を行った。この事業に費用として合計４２万８９２１円を
要した（千本支部からは，同学習会の案内書，講師に対する依頼書等が提
出され，平成１１年の支部定期大会において，同研修会の内容が詳細に報
告されているから，その内容の研修会が開催されたものと認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２４に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる
上，事業が実施された日も全く異なっており，助成申請及び事業の実施報
告は，虚偽のものというほかはなく，このような申請に基づく本件公金支出
２４は，前記の違法とされた公金支出と同様に違法なものといわざるをえな
い。しかし，上記のとおり，千本支部は，交付された補助金を利用して，助
成要綱の趣旨に合致する青年部国内研修会を実施しており，実際に行わ
れた事業について交付可能であった補助金（上記総事業費か４２万８９２１
円の３分の２以下かつ一人３万円以下の２８万５９４７円）の範囲内では京
都市が損害を被ったとは認められないところ，久世支部は１０１万４０５３円
を返還し，残額は２８万５９４７円と上記の助成可能な金額の範囲内である
から，京都市の損害は回復されている。

ネ　本件公金支出２５
　　　　(ア)　証拠（甲２の４１，甲３９，乙９，乙６３の７，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）

及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年１２月１５日，京都市長に対し，平成１１年２月１

１日から１泊の日程で京都府網野町（当時）の佳松苑において，「車内研修
（啓発ビデオ観賞）」，「青年部の運動について」，「「千本のまちづくり」につ
いて」を主な内容とする近畿ブロック学習会を開催するとし，参加予定人数
を７０人，総事業予算額２５３万１９００円として，８０万円の助成を申請し
た。これに対して，被告Ｃは，平成１０年１２月２４日，８０万円の支出決定を
した。

千本支部は，平成１１年２月１９日，上記事業を参加人数６８人，総事業
費２４５万９５６０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出し
た。

千本支部は，１９人が参加して，「壮年部宿泊学習会」との名称で同月１
１日から１泊の日程で上記佳松苑に宿泊する事業を行った。その事業に要
した費用は，合計５４万３９８９円であった。しかし，この事業が助成要項の
趣旨に合致する学習会等であったとは認められない（証人Ｆは，客室にお
いて，学習会を行ったと供述（乙６９の陳述書も同じ。）するが，佳松苑に１９



人で学習会を開けるような客室はなく（調査票（乙６３の７）には会議室で行
ったとの記載がある。），佳松苑の領収書等には会議室等を利用した旨の
記載はなく，これらは採用しない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２５に当たる事業は，参加人数も総事業費も助
成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なり，事業内容
としても，助成要綱の趣旨に合致する学習会が行われたとすることはでき
ないから，前記の違法とした公金支出と同様，本件公金支出２５も違法であ
り，京都市は，交付した補助金額８０万円相当の損害を被ったところ，千本
支部から返還されたのは４３万７３４１円にとどまるから，残額３６万２６５９
円について，京都市の損害は回復されていない。

ノ　本件公金支出２６
　　　　(ア)　証拠（甲２の４２，乙９，乙６３の３０，乙６９，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
西三条支部は，平成１１年１月４日，京都市長に対し，同月３０日から１

泊の日程で大分県湯布院町（由布院温泉）の由布院ホテル大翔館におい
て，「部落解放運動の現状と課題について」，「支部員間の交流と親睦を深
める」，「社会的見聞を広める」などを主な内容とする支部学習会を開催す
るとし，参加予定人数を約５５人，総事業予算額を２４０万円として，３０万
円の助成を申請した。これに対して，被告Ｃは，同月１１日，３０万円の支出
決定をした。

西三条支部は，同年２月５日，上記事業を参加人数５５人，総事業費２４
０万円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，２８人が参加して，同年１月３０日から１泊の日程で上記
由布院ホテル大翔館において，「これからの支部活動の方向について」を
主な内容とする支部学習会を開催した。その事業の費用として，宿泊費及
び交通費を含めて合計１０７万８０００円を要した（由布院ホテル大翔館の
宿泊リストに１日目の午後３時から午後５時まで会議室を利用した旨の記
載があり，調査票（乙６３の３０）の記載のとおりの学習会が行われたものと
認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２６に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる
上，事業内容も必ずしも同一とはいえない。しかし，上記のとおり，２８人が
参加して助成要綱の趣旨に合致すると認められる学習会が開催されてお
り，その事業については助成が可能であったと考えられるから，本件公金
支出２６が違法であったとしても，その事業について交付が可能であった補
助金の金額（上記１０７万８００００円の３分の２以下かつ一人３万円以下の
７１万８６６６円）の範囲内では京都市が損害を被ったとは認められないとこ
ろ，西三条支部に交付された補助金はその範囲内である。

ハ　本件公金支出２７
　　　　(ア)　証拠（甲３の１１，乙９，乙６３の３２）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実

が認められる。
西三条支部は，平成１１年１月３１日，京都市長に対し，同年２月１３日か

ら１泊の日程で兵庫県赤穂市（赤穂御崎温泉）の潮光園において，「これか
らの女性部の在り方について」，「子育て，家庭などについて」，「壬生高齢
者昼食サービス事業の総括について」，「史跡めぐり」などを主な内容とす
る女性部学習会を開催するとし，参加予定人数を約２５人，総事業予算額
を６２万円として，４０万円の助成を申請をした。これに対して，被告Ｅは，同
月１２日，４０万円の支出決定をした。

西三条支部は，同月２８日，上記事業を参加人数２５人，総事業費６２万
円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，１２人（うち一人は子供）が参加して，同月１３日から１泊
の日程で上記潮光園に宿泊して「女性部県外学習会」という名称の事業を
行った。その事業の費用として合計２５万６９３８円（子供の宿泊費９１００
円，子供の交通費２９４０円を含み，拝観料，市内観光用のレンタカー代を
除く。）。しかし，その事業内容が助成申請書及び事業実施報告書に記載さ
れたものと同一であるとは認められず，その他助成要綱の趣旨に合致する
ものであったことを認めるに足りる証拠はない（乙６３の３２（調査票）には，
１日目の午後３時から午後５時まで「これからの女性部のあり方について」



の学習会を行ったとの記載があるが，女性事業としては助成の対象とはな
らない「史跡めぐり」がもともとの目的の中に含められ子供も同行していると
ころからしても，主としては観光目的の事業ではないかとの疑いがあり（調
査委員会も「市内観光のためのレンタカー代」は認めないと，市内観光が行
われたことを認めている。），上記の記載は採用しない。なお，潮光園の領
収書等には「室料５０００円」との記載があるが，事業実施報告書において
は会議室料を支出した旨の記載がなく，調査票（乙６３の３２）でも学習会は
「部屋」で行った旨の記載があることを考慮すると，この室料は学習会の場
所の使用料とは認められない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２７に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと異なる上，助
成要綱の趣旨に合致する事業が行われたとも認められないのであるから，
本件公金支出２７は違法であり，京都市は，交付した補助金４０万円相当
の損害を被ったというべきである。そして，西三条支部が京都市に返還した
のは２２万８７０９円にとどまるから，その残額１７万１２９２円については，
京都市の損害は回復されていない。

ヒ　本件公金支出２８
　　　　(ア)　証拠（甲２の４６，乙９，乙６３の３１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実

が認められる。
西三条支部は，平成１１年２月１５日，京都市長に対し，同年３月１３日か

ら１泊の日程で滋賀県土山町のイースタンリゾート滋賀において，「部落解
放運動についての学習」，「友情・恋愛・結婚などについての意見交換」など
を主な内容とする青年部学習会を開催するとし，参加予定人数を約３０人，
総事業予算額を７０万円として，４０万円の助成を申請をした。これに対し
て，被告Ｃは，同年２月１９日，４０万円の支出決定をした。

その後，西三条支部は，同年３月２５日，上記事業を参加人数３０人，総
事業費７０万円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，２８人が参加して，同月１３日から１泊の日程で上記イー
スタンリゾート滋賀において「「差別からの解放」をめざした人権行政の確立
について」をテーマとした青年部県外学習会を実施した。その事業の費用と
して宿泊費４２万６３００円，資料代２万８０００円，高速道路通行料７３００
円，合計４６万１６００円を要した（西三条支部からは，当日に使用したとい
う研修会資料が提出されており，助成申請書及び事業実施報告書に記載
された人数と実際の参加人数に大きな相違がないことから，調査票（乙６３
の３１）記載の学習会が行われたと認める。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業２８に当たる事業については，総事業費に相違
はあるものの，上記のとおり，ほぼ助成申請書に記載された人数，内容
（「「差別からの解放」をめざした人権行政の確立について」も部落解放運動
についての学習に含まれる。）の学習会が行われており，その学習会は，
助成要綱の趣旨に合致したものということができるから，本件公金支出２８
は，支出自体としては適法というべきである。もっとも，総事業費は，助成申
請書及び事業時実施報告書に記載されたものと相当の差があり，参加人
数にも差はあるものの，２８人が参加した総事業費４６万１６００円の事業で
あっても，３０万７７３３円（総事業費４６万１６００円の３分の２分で一人３万
円以下）は補助金の交付は可能であったところ，西三条支部からは，交付
された補助金のうち９万２２６７円が返還され，その残額は３０万７７３３円と
上記の助成可能な金額の範囲内にとどまっているから，内容虚偽の事業
実施報告書が提出されたことによる京都市の損害も回復されている。

フ　本件公金支出２９
　　　　(ア)　証拠（甲３の１３，甲３９，乙９，乙６３の１８，乙７０，証人Ｇ，調査嘱託の結

果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１１年２月２４日，京都市長に対し，同年３月１３日から

１泊の日程で京都府亀岡市（湯の花温泉）の松園荘において，女性を対象
に「今後の田中地区の町づくりについて」及び「地区における女性の果たす
役割」の基調報告を主な内容とする女性部学習会を開催するとし，参加予
定人数を５０人，総事業予算額を１４６万２０５０円として，３３万円の助成を
申請をした。これに対して，被告Ｅは，同月３日，３３万円の支出決定をし
た。



田中支部は，同月１８日，上記事業を参加人数５０人，総事業費を１３５
万４９５０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，１９人が参加して，同月１３日から１泊の日程で上記松園荘
で１泊する事業を実施した。その事業の費用として合計３２万５１５０円を要
した。しかし，この事業が助成申請書及び事業実施報告書に記載された内
容のものであったとは認められず，その他，助成要綱の趣旨に合致したも
のであったことを認めるに足りる証拠はない（調査票（乙６３の１８）には，同
月１３日，松園荘の会議室において「地区における女性の果たす役割」につ
いての基調提案に基づく学習会を開いた旨の記載があり，証人Ｇもこれに
沿う供述をする（陳述書（乙７０）にも同旨の記載がある。）。しかし，松園荘
においては，会議等を行う場合には会議室を借りることを求めているとこ
ろ，その領収書等には会議室の使用料に関する記載はない。また，田中支
部の定期総会議案書中の活動日誌には，同月１３日から１４日の日程で
「支部執行委員研修」が行われたとの記載があり，上記の各証拠は採用し
ない。）

(イ)　上記のとおり，本件事業２９に当たる事業については，参加人数も総費
用額も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる
上，助成申請書及び事業実施報告書に記載された事業が行われたとは認
められず，その他助成要綱の趣旨に合致すると認められる事業が行われ
た認めるに足りる証拠はないから，本件公金支出２９は違法であり，京都市
は，交付した補助金３３万円相当の損害を被ったというべきである。

ヘ　本件公金支出３０
　　　　(ア)　証拠（甲２の４８，乙９，乙６３の２６，乙６４，調査嘱託の結果）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。
東三条支部は，平成１１年３月８日，京都市長に対し，同月２１日から１

泊の日程で奈良県及び兵庫県で「水平社の歴史の学習」，「三条町づくりの
現状」を主な内容とする学習会を開催するとし，宿泊先を神戸市（有馬温
泉）の有馬ロイヤルホテル，参加予定人数を約５０人，総事業予算額を１３
８万９５００円として，６５万円の助成を申請をした。これに対して，被告Ｃ
は，同年３月１９日，６５万円の支出決定をした。

東三条支部は，同月２９日，上記事業を参加人数５０人，総事業費を１３
８万９５００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。同報
告書には，１日目に水平社博物館での学習をした旨の記載がある。

東三条支部は，４０人（うち子供９人）が参加して，同月２１日から１泊の
日程で，１日目には奈良県御所市の水平社博物館を見学するなどした上，
上記有馬ロイヤルホテルに宿泊する支部学習会を実施した。その事業の
費用として，宿泊費６５万３８５０円，乗務員宿泊費１万７１００円，食事代１
６万８０００円，飲物代として１１万５２１４円，高速道路通行料３万７０５０
円，施設入場料３万６０００円，保険料１万２０００円，合計１０３万９２１４円
を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３０に当たる事業については，参加人数及び総
事業費は助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと多少相違す
るものの，おおむね助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと
合致する事業が行われている。そして，参加人数及び総事業費が実際に
行われたものとして助成申請がされた場合には上記１０３万９２１４円の３分
の２以下かつ一人３万円以下の６９万２８０９円の助成が可能であったと考
えられるところ，本件公金支出３０はその範囲内のものであるから，本件公
金支出３０が違法であるとしても，京都市はこれによる損害を被っていない
（なお，事業実施報告書によると，２日目には北淡町震災記念公館を見学
し，その入場料２万円，北淡町への往復高速道路通行料合計２万６７５円
が総事業費に含まれている。震災記念公園の見学も，「三条町づくりの現
状」に関連する学習目的と見ることも可能である。これが単なる社会見学と
して助成対象とならないものとしても，本件公金支出３０は助成可能な金額
の範囲内であることに変わりはない。）。

ホ　本件公金支出３１
　　　　(ア)　証拠（甲２の１９，乙９，乙６３の９，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）及び弁

論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１１年６月４日，京都市長に対し，同年７月４日から１



泊の日程で奈良県桜井市の多武峰観光ホテルにおいて，「バス車内研修
（啓発ビデオ観賞）」，「女性部活動計画」，「子ども会活動」，「まちづくり活
動について」を主な内容とする青少年・壮年・女性部合同学習会を開催する
として，参加人数を１００人，総事業予算額を４２７万１５００円として，２５０
万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｂは，同年６月１８日，２５０万
円の支出決定をした。

千本支部は，同年７月３０日，上記事業を参加人数９６人，総事業費を４
１３万４２４０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，２４人が参加して，同月４日から１泊の日程で上記多武峰
観光ホテルに宿泊する事業を実施し，その２日目には水平社博物館を見学
している。その事業の費用として合計８１万６７７６円を要した（多武峰観光
ホテルにおいて，助成申請書及び事業実施報告書に記載された学習会そ
の他何らかの学習会が行われたと認めるに足りる証拠はない（調査票（乙
６３の９），乙６９のその旨の記載は採用できない。）。しかし，桜井市の多武
峰観光ホテルに宿泊した帰途に御所市の水平社博物館を見学することは
自然であって，乙６３の９によってその限度では認めることができる。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業３１に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと著しく異なり，
事業内容も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと合致しな
い。しかし，２４人が参加して，少なくとも水平社博物館を見学する行事は行
われており，その事業も助成要綱の趣旨に合致するものであると考えるこ
とができる。したがって，本件公金支出３１が違法であるとしても，京都市
は，実際に行われた事業であっても交付可能な補助金（上記８１万６７７８
円の３分の２以下かつ一人３万円以下の５４万４５１７円）の範囲では損害
を被っていないというべきである。そして，千本支部は，１９５万５４８３円を
返還し，残額は５４万４５１７円と上記助成可能な金額の範囲内であるか
ら，京都市の損害は回復されている。

マ　本件公金支出３２
　　　　(ア)　証拠（甲２の２０，乙９，乙６１，乙６３の１０，乙６９，乙７１，証人Ｆ，証人Ｈ）及

び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１０年８月２３日，京都市に対し，同年９月２３日から１

泊の日程で香川県において，「バス車内研修　啓発ビデオ観賞」，「「千本
のまちづくり」についての学習会（コーポラティブ住宅実現に向けての研修
会及び住民参加型まちづくりの先進事例として，他都市市営団地の視察）」
を主な内容とする「支部視察研修会」を開催するとし，宿泊先を岡山県倉敷
市（鷲羽山）の「鷲羽グランドホテル」，参加予定人数を１２０人，総事業予
算額を４７９万８２００円として，２７０万円の助成を申請した。これに対して，
被告Ｂは，同年８月３１日，２７０万円の支出決定をした。

千本支部は，同年１１月１６日，上記事業を参加人数１１５人，総事業費
４６万７０５５円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

千本支部は，２４人が参加して，同年９月２３日から１泊の日程で，１日目
には，香川県丸亀市の市営ａ団地（住民も参加しての建替事業によって建
て替えられた市営住宅）の現地視察を行い，丸亀市の職員，現地住民から
説明を受けるなどした。その事業の費用として，交通費３４万９８６０円，宿
泊費３０万２４００円，昼食代６万８１５０円，資料印刷代１万２０００円，乗務
員経費２万０１６０円，保険料等雑費７２００円，合計７５万９７７０円を要し
た。なお，この事業には５人の京都市職員が同行した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３２に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと著しく異なって
いる。しかし，事業内容として，おおむね助成申請書及び事業実施報告書
に記載されたものと合致するものが行われており，参加人数及び総事業費
を現実に行われたものとして助成を申請しても，上記７５万９７７０円の３分
の２以下かつ一人３万円以下の５０万６５１３円の範囲内では助成がされた
と考えられるから，本件公金支出３２が違法であったとしても，上記金額の
範囲では京都市は損害を被っていないというべきである。そして，千本支部
は，２１９万３４８７円を京都市に返還し，残額は５０万６５１３と上記の助成
可能な金額の範囲内であるから，京都市の損害は回復されている。

ミ　本件公金支出３３



　　　　(ア)　証拠（甲２の２１，乙９，乙６１，乙６３の２３，調査嘱託の結果）及び弁論の全
趣旨によれば，次の事実が認められる。

錦林支部は，平成１１年１０月８日，京都市長に対し，同年１１月７日から
１泊の日程で奈良県及び三重県で，「部落解放運動のこれからの展望（支
部員の意志統一）」，「水平社博物館見学」を主な内容とする支部学習会を
開催するとし，宿泊先を三重県鳥羽市の戸田家，参加予定人数を７０人，
総事業予算額を１５８万１３５０円として，５０万円の助成を申請した。これに
対して，被告Ｃは，同年１０月２１日，５０万円の支出決定をした。なお，この
事業には，京都市の職員３人が同行している。

錦林支部は，平成１２年２月１日，上記事業を参加人数６８人，総事業費
１５３万６１４０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

錦林支部は，１５人が参加して，平成１１年１１月７日から１泊の日程で水
平社博物館を見学後上記戸田屋に宿泊する「県外学習会」を実施した。そ
の事業の費用として合計３０万７５５０円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３３に当たる事業については，参加人数も総費
用額も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと著しく異なる。
しかし，上記のとおり，水平社博物館の見学が行われており，少なくとも，
助成申請書及び事業実施報告書に記載された事業内容の一部は実施さ
れており，これは助成要綱の趣旨に合致したものと考えられる。
　そうすると，本件公金支出３３が違法であったとしても，実際に行われた事
業について助成申請がされたとしても，助成が可能であったと考えられる範
囲（上記総事業費３０万７５５０円の３分の２以下かつ一人３万円以下の２０
万５０３３円）では京都市は損害を被ってはいないというべきである。そし
て，錦林支部は，２９万４９６７円を返還しており，残額は２０万５０３３円と上
記の助成可能な金額の範囲内であるから，京都市の損害は回復されてい
る。

ム　本件公金支出３４
　　　　(ア)　証拠（甲２の２２，乙９，乙６３の３３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実

が認められる。
西三条支部は，平成１１年１０月２０日，京都市長に対し，同年１１月１３

日から１泊の日程で三重県鳥羽市のタラサ志摩において，「介護保険と地
域福祉活動について」，「支部員間の交流と親睦を深める」，「社会的見聞
を広める」を主な内容とする支部学習会を開催するとし，参加予定人数を約
５０人，総事業予算額を１５５万円として，３０万円の助成を申請した。これ
に対して，被告Ｃは，同年１０月２９日，３０万円の支出決定をした。

西三条支部は，同年１１月３０日，上記事業を参加人数５０人，総事業費
１５５万円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

西三条支部は，２４人が参加して，同月１３日から１泊の日程で上記タラ
サ志摩に宿泊する事業を行った。その事業に要した費用は，合計８３万２９
２０円であった（西三条支部からは，助成申請書及び事業実施報告書に記
載された事業内容の一部及び調査票（乙６３の３３）に学習会のテーマとし
て記載されたものと一致する内容の当日利用したという資料が提出されて
いる。しかし，宿泊先の領収書等には，会議室等の使用についての記載は
なく，西三条支部が，参加人数等が大きく異なる事業実施報告書をあえて
提出していることを考慮すると，この資料があるからといって，その内容の
学習会が行われたと認めることはできない。）。

(イ)　上記のとおり，本件事業３４に当たる事業については，参加人数及び総
費用額が助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異な
る上，助成申請書及び事業実施報告書に記載された事業が行われたと認
めることはできず，この事業が助成要綱の趣旨と合致するものであったこと
を認めるに足りる証拠はない。したがって，本件公金支出３４は違法であ
り，京都市は，交付した補助金３０万円相当の損害を被ったというべきであ
る。

メ　本件公金支出３５
　　　　(ア)　証拠（甲２の２３，乙９，乙６１，乙６３の１９，乙６５，乙７０，証人Ｇ，調査嘱託

の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１１年１０月２６日，京都市長に対し，同年１１月１２日

から１泊の日程で三重県津市及び伊勢市において，「田中地区の山積して



いる課題についての基調報告」，「基調報告を受けた自由討論」（ほかに，
三重県人権センターでの視察及び研修会）を主な内容とする支部一泊研修
と青年事業を開催するとし，宿泊先を伊勢市の三重県厚生年金休暇センタ
ー，参加予定人数を１２０人，総事業予算額を３５３万８６８０円として，１９０
万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｂは，同年１１月４日，１９０万
円の支出決定をした。

田中支部は，同年１２月２８日，上記事業を参加人数１０８人，総事業費
３２９万１３２４円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，２８人が参加して，同年１１月１２日から１泊の日程で，「支
部秋の一泊研修」として，三重県人権啓発センターにおいて，施設の概要
説明を受け，見学を行った上，伊勢市の三重県厚生年金休暇センターに宿
泊する事業を実施した。その事業の費用として，交通費２８万３０００円，宿
泊費１４万５６４８円，朝食代２万８５１２円，夕食代２８万５１２０円，飲物代
３万４０００円，乗務員夕食代８３１６円，昼食代７万５６００円，乗務員昼食
代３１６０円，高速道路通行料１万３１６０円，保険料７２００円，旅行業者取
扱料金５万６７００円，合計９４万０４１６円を要した。なお，この事業には京
都市の職員４人が同行している。

(イ)　上記のとおり，本件事業３５に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと著しく異なって
いる。しかし，三重県人権啓発センターに赴き，施設概要についての説明を
受けた上での見学が行われており，少なくとも，助成申請書及び事業実施
報告書に記載された事業内容の一部は実施されており，これは助成要綱
の趣旨に合致したものと考えられる。
　そうすると，本件公金支出３５が違法であったとしても，実際に行われた事
業について助成申請がされたとしても，助成が可能であったと考えられる範
囲（上記９４万０４１６円の３分の２以下かつ一人３万円以下の６２万６９４４
円）では京都市は損害を被ってはいないというべきである。そして，田中支
部は，１２７万３０５６円を返還しており，残額は６２万６９４４円と上記の助成
可能な金額の範囲内であるから，京都市の損害は回復されている。

モ　本件公金支出３６
　　　　(ア)　証拠（甲２の２５，乙９，乙６３の２７，乙６４）及び弁論の全趣旨によれば，次

の事実が認められる。
東三条支部は，平成１１年１１月１５日，京都市長に対し，同月２７日から

１泊の日程で三重県において，「青年部員の抱えている問題」，「解放運動
の現状と課題」を主な内容とする（ほか，１日目に水平社博物館の見学）学
習会を開催するとし，宿泊場所を三重県松阪市のホテルサンルート松阪，
参加予定人数を１５人，総事業予算額５７万７０００円として，２０万円の助
成を申請した。これに対して，被告Ｃは，同年１１月２２日，２０万円の支出
決定をした。

東三条支部は，同年１２月２０日，上記事業を参加人数１５人，総事業費
５７万７０００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

東三条支部は，１５人が参加して，同年１１月２７日から１泊の日程で，水
平社博物館を見学した上，上記ホテルサンルート松阪に宿泊して「狭山事
件を闘う意義」についての学習会を内容とする青年部学習会を実施した
（参加人数は助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと実際の
参加人数が同じであり，総事業費も大差はないから，調査票（乙６３の２７
の記載のとおりの学習会が行われたものと認める。）。その事業の費用とし
て，交通費１８万円，宿泊費２１万２８５０円，食事代６万３０００円，諸経費７
５００円，高速道路通行料等２万円，乗務員経費１万円，合計４９万３３５０
円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３６に当たる事業については，参加人数は助成
申請書及び事業実施報告書に記載されたもののとおりであり，総事業費も
大差はなく，事業内容もおおむね一致する（「狭山事件を闘う意義」も「解放
運動の現状と課題」の一部であると解することもできる。）。そうすると，本件
公金支出３６はそれ自体としては適法である。
　そして，本件公金支出３６の補助金の金額は２０万円と，実際の総事業費
の３分の２以下かつ一人３万円以下の範囲内にとどまっているから，総事
業費を実際に要した費用よりも多額とする事業実施報告書が提出されたこ



とによって，京都市は損害を被っていない。
ヤ　本件公金支出３７

　　　　(ア)　証拠（甲２の２６，甲３９，甲４１，乙９，乙６３の１１，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託
の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

千本支部は，平成１１年１１月１６日，京都市長に対し，同年１２月４日か
ら１泊の日程で兵庫県明石市の明石ルミナスホテルにおいて，立命館大学
産業社会学部Ｍ助教授を講師として，「２０１０年に向けた千本のまちづくり
についての学習会」，「支部青年部体制の見直し並びに将来の支部幹部と
しての学習及び討論会」を主な内容とする青年部国内研修を開催すると
し，参加予定人数を５０人，総事業予算額を１６０万１０００円として，１００万
円の助成を申請した。これに対して，被告Ｂは，同年１１月２５日，１００万円
の支出決定をした。

千本支部は，平成１２年２月１０日，上記事業を参加人数４８人，総事業
費１５６万９２８０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出し
た。

しかし，千本支部は，平成１１年１２月４日からの日程では，何らの事業
を行っていない。そして，千本支部は，調査委員会に対しては，同年１１月１
３日から１泊の日程で，１４人（調査票（乙６３の１１）では１２人としている。）
が参加して，上記明石ルミナスホテルにおいて青年部学習会を実施したと
して，明石ルミナスホテルの同月１３日付領収書，同日付及び同月１４日の
高速道路通行料の領収書等の領収書類，その研修において使用したとい
う「国内研修資料」，上記日程の青年部国内研修の予算書，平成１２年７月
に開催された千本支部の議案書等の資料を提出している。また，上記「国
内研修資料」の表紙には研修の日程として１９９９年１１月１２日（土）/１３日
（日）との記載がある（明石ルミナスホテルの領収書の日付とは合致す
る。）。そして，証人Ｆは，学習会は同ホテルのリクレーションルームにおい
て実施されたと聞いていると供述する（乙６９にも同趣旨の記載があり，上
記「国内研修資料」中にも研修場所が同ホテルのリクレーションルームであ
る旨を記したものがある。）。しかし，上記青年部国内研修の予算書におい
ては，場所は兵庫県南淡町とされ，上記議案書においても上記日程の青
年部国内研修は淡路島で実施した旨の記載がある。また，同ホテルにはリ
クレーションルームはもとより１４人が学習会を行えるような部屋はない（甲
３９，甲４１）。これら事情によると，千本支部の調査委員会に対する報告も
そのまま採用することはできない。

(イ)　以上のとおり，本件事業３７が実施されていないから，本件公金支出３７
は違法であり，本件公金支出３７による補助金が何らかの助成要綱の趣旨
に合致する事業に用いられたという証拠はないから，京都市は交付された
補助金額１００万円相当の損害を被ったというべきである。

そして，千本支部が京都市に返還したのは８５万５５４４円にとどまるか
ら，残額１４万４４５６円について，京都市の損害は回復されていない。

ユ　本件公金支出３８
　　　　(ア)　証拠（甲２の２７，甲３６，乙９，乙６３の２０，乙７０，乙７１，証人Ｇ，証人Ｈ）

及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
田中支部は，平成１２年１月６日，京都市長に対し，同月３０日から１泊

の日程で北九州市ｂ区において，ｃ地区における現地研修として，「住民参
加の町づくりについて」，「地区における女性の果たす役割」についての基
調報告を主な内容とする女性の学習会を開催するとし，宿泊先を福岡市の
福岡サン・ライフホテル，参加予定人数を６０人，総事業予算額を２７０万円
として，１１３万円の助成を申請した。これに対して，被告Ｂは，同年１月１４
日，１１３万円の支出決定をした。

田中支部は，同年３月２８日，上記事業を参加人数５５人，総事業費２４
７万７５６０円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出した。

田中支部は，１９人が参加して，同年１月３０日から１泊の日程で，北九
州市ｂ区の同和地区であるｃ地区を訪れ，同地区における住環境整備事業
について，北九州市職員や現地住民からの説明を受けるなどの視察調査
等を行い，福岡市の博多東急ホテルに宿泊する事業を実施した。その事業
の費用として，交通費及び宿泊代８２万２６００円，昼食代５万９８５０円，合
計８８万２４５０円を要した。なお，この事業には，京都市の職員二人が同行



した。
(イ)　上記のとおり，本件事業３８に当たる事業は，参加人数も総事業費も助

成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なる。しかし，助
成申請書及び事業実施報告書に記載された事業内容のうちの中心的な同
和地区である住環境整備事業についての視察調査は行われており，その
事業は，助成要綱の趣旨に合致する学習会と考えられるので，その事業に
ついては補助金を交付することはできると考えられるから，本件公金支出３
８が違法であるとしても，その補助金（上記８８万２４５０円の３分の２以下か
つ一人３万円以下の５７万円）の範囲内では，京都市は損害を被っていな
いというべきである。そして，田中支部は，補助金のうち５６万円を返還し，
残額は５７万円と上記の助成可能な金額の範囲内であるから，京都市の損
害は回復されている。

ヨ　本件公金支出３９
　　　　(ア)　証拠（甲２の３１，乙９，乙６３の１２，乙６９，証人Ｆ，調査嘱託の結果）及び

弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
千本支部は，平成１２年３月９日，京都市長に対し，同月２５日から１泊

の日程で石川県において，「支部青年部活動の総括及び今後の取組方針
について」及び「支部子ども会活動について」の学習会と自然観察会（星
座，野鳥）を主な内容（１日目の金沢市長町研修館の視察を含む。）とする
青少年宿泊研修を開催するとし，宿泊先を保養所ちりはま，参加予定人数
を５０人，総事業予算額を１１３万１０００円として，７０万円の助成を申請し
た。これに対して，被告Ｃは，同月１０日，７０万円の支出決定をした。

その後，千本支部は，同年４月４日，上記事業を参加人数４８人，総事業
費１０９万７４００円で実施した旨の事業実施報告書を京都市長に提出し
た。

千本支部は，１８人（うち中学生５人）が参加して，同年３月２５日から１泊
の日程で，１日目は金沢市の長町研修館において武家屋敷の見学，金沢
市の子供会について講演を受けた上，上記ちりはまに宿泊する「中３生子
ども会合同宿泊学習会」を実施した。その事業の費用として，交通費２８万
３０００円，宿泊費９万８０００円，室料２万８０００円，飲物代９５００円，昼食
代７万２０００円，資料印刷代１万８０００円，保険料等諸雑費３万５１００円，
合計５４万３６００円を要した。

(イ)　上記のとおり，本件事業３９に当たる事業については，参加人数も総事
業費も助成申請書及び事業実施報告書に記載されたものと大きく異なって
いる。しかし，上記のとおり，１８人が参加しての青少年宿泊事業に該当す
る事業が行われており，その事業についても助成要綱の趣旨に合致するも
のとして助成し得るものと考えられるから，本件公金支出３９が違法であっ
たとしても，京都市は，実際に行われた事業として助成可能であった補助
金（上記５４万３６００円の３分の２以下かつ一人３万円以下の３６万２４００
円）の範囲内では損害を被っていないというべきである。そして，千本支部
は，３６万２４００円補助金のうち３３万７６００円を返還しており，残額はと上
記の助成可能な金額の範囲内であるから京都市の損害は回復されてい
る。

(3)　(2)で認定判断した本件各公金支出のうち，違法であり，それによる京都市の
損害が回復されていないもの及び回復されていない損害額を，支出決定をした
被告ごとにまとめると，以下のとおりとなる。

　　　ア　被告Ａ
　　　　　本件公金支出５に係る４２万８１３２円　
　　　　　本件公金支出７に係る４５万９８２８円
　　　　　本件公金支出８に係る４５万円
          合計１３３万７９６０円
　　　イ　被告Ｂ
          本件公金支出２２に係る１８万５１１２円
　　　　　本件公金支出３７に係る１４万４４５６円
　　　　　合計３２万９５６８円
　　　ウ  被告Ｃ

本件公金支出１４に係る２８万０３２３円
　　　　　本件公金支出１９に係る２０万円



　　　　　本件公金支出２５に係る３６万２６５９円
　　　　　本件公金支出３４に係る３０万円　　
　　　　　合計１１４万２９８２円
      エ　被告Ｄ
　　　　　本件公金支出３に係る８６６７円
　　　　　本件公金支出１３に係る５７万４２６６円

合計５８万２９３３円
　　　オ　被告Ｅ
　　　　　本件公金支出１１に係る５７万円
　　　　　本件公金支出１５に係る１０万７３６６円
　　　　　本件公金支出２７に係る１７万１２９２円
　　　　　本件公金支出２９に係る３３万円
　　　　　合計１１７万８６５８円
　２　被告らの責任について

(1)　証拠（甲７，甲１５から甲３３まで）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が
認められる。
ア　京都市議会においては，平成４年ころから，議員らから助成要綱に基づく補

助金の交付についての問題を指摘し，補助金の支出の必要性や，支出方法
の適正性について疑問視する発言がされていた。これに対し，京都市の市民
局長（当時）や助役は，書類審査あるいは現認などにより事業実施の確認を
適正に行っている旨，実施内容や人数等を確認するなど適正な実施に努めて
いる旨，実施内容や人数を確認するとともに，事業終了後事業実施報告書を
提出させるなど適正な執行に努めている旨などの答弁を行っていた。

イ　雑誌「ねっとわーく京都」（京都市職員労働組合が母胎となって発行されてお
り，これを購読する京都市職員も少なくない。）の平成９年７月号に，助成要綱
に基づく補助金の支出について，不正支出の疑いがある旨の記事が記載さ
れた。

(2)　本件各事業として行われた事業には，京都市の担当職員が同行したものが少
なくなく，その中には，明らかに助成申請書及び事業実施報告書の記載と参加
人数等が異なっているものも少なくなかった（例えば，職員７人が同行した本件
事業４及び本件事業５として実施された事業については，前記のとおり，本件事
業５に相当する事業は全く行われていない。）。したがって，同行した職員は，実
施された事業と助成申請書及び事業実施報告書の記載とが相違していることを
知っていたはずであるのに，京都市においては，その後，調査委員会が設置さ
れるまで，そのことが問題とされていない。
　そうすると，平成８年度以前に助成要綱に基づいて補助金が交付された事業
についても，助成申請書及び事業実施報告書の記載と実際に行われた事業内
容が異なっているものがあったこと，京都市の職員は，そのことを知っていたこと
を推認することができる。
　また，証拠（乙６，乙７，乙７１，証人Ｑ，証人Ｈ）によると，平成９年度から平成
１１年度までの間においても，京都市における助成要綱に基づく補助金支出を
取り扱う現場の担当者には，同盟各支部からの助成申請には，架空事業につい
てのものがあることを認識していた者もいたが，その者も支出する補助金につい
ては，同盟各支部への団体補助に類するものとして，同盟各支部が年間を通じ
て何らかの事業に使用すれば良いと考え，同盟各支部からの申請書について，
申請が予算の範囲内であるかのみを形式的に確認して決裁書を起案し，決済
に回していたことが認められる。

(3)　本件各公金支出に係る助成申請は，助成要綱の求める事業の２０日より前に
助成申請書が京都市長に提出された場合はむしろ少なく（前記２(2)），助成申請
の際に，助成申請書及び事業計画書のほかに，助成申請書記載の記載内容を
確認する資料が添附されたものはなく，事業実施報告書に事業の実施を証する
証明書等が添附されたものもなかった（甲２，甲３（いずれも枝番を含む。））。

　　なお，助成申請書の用紙には，周知文書があればそれを添付することを求める
文言が記載されている。

(4)　以上のとおり，被告らは，平成９年度より前から，助成要綱に基づく補助金に
ついて不正があるとの指摘がされており，助役らが，市議会において事業内容
の確認等によって適正な実施に努めているなどと答弁していることを知っていた
か，容易に知り得たのであり，また，平成８年度以前の助成要綱に基づいて補



助金が交付された事業に架空事業が少なくないことは，これらの事業に同行し
た職員等から事業の実施状況について聴取するだけで，容易に知ることができ
た。そして，平成９年度から平成１１年度の間においても，上記のとおり，担当者
の中には助成要綱に基づく助成申請の中に，架空事業のものがあることを認識
していた者がいたというのであるから，被告らにおいてもそれを認識することは
困難ではなかった。そうすると，被告らとしては，本件各支出決定のうち前記で
違法と認定判断したものについては，予定宿泊先の見積書，予約確認書等の添
附を求めるなどして，助成申請に係る事業が，架空事業ではないことを確認した
上で，支出決定をすべきであったのに，少なくとも重大な過失によってこれを怠っ
たというべきである。

したがって，被告らのうち，本件各公金支出のうち前記違法と認定判断したも
のについて支出決定をした者は，当該支出決定によって京都市が被った損害に
ついて，賠償責任を免れない。

第４　結論
　　　以上の次第であるから，原告の請求は，主文１項ないし５項掲記の限度で理由が

あるのでこれを認容し，その余は理由がないので棄却し，訴訟費用の負担につい
て，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文，６５条に従い，主文のと
おり判決する。なお，仮執行宣言については，相当でないからこれを付さないことと
する。

京都地方裁判所第３民事部
裁判長裁判官　　　　水上　敏

裁判官      　下馬場　直　志
裁判官      　財賀理行

  （別紙省略）


